
台
湾
漢
民
族
の
死
霊
と
土
地

謝
土
儀
礼
と
地
基
主
を
め
ぐ
っ
て

植
　
野
　
弘
　
子

六五四三ニー
序
－
死
霊
と
土
地

漢
民
族
の
超
自
然
的
世
界

「鬼
」
の
世
界

謝
土
と
地
基
主

「
鬼
」
的
神
と
領
域
の
神

結
びー
死
霊
と
「
地
」

台湾漢民族の死霊と土地

論
文
要
旨

　
本
稿
は
、
台
湾
漢
民
族
に
お
け
る
死
霊
と
土
地
の
超
自
然
的
存
在
と
の
関
連
に
つ
い
て

の

一
試
論
で
あ
る
。
漢
民
族
に
お
い
て
は
、
祖
霊
と
死
霊
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

死
霊
ー
「
鬼
」
は
、
子
孫
を
も
た
ず
、
あ
る
い
は
こ
の
世
に
恨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
冥
界
で
不
幸
な
境
遇
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
鬼
」
は
こ
の
世
に
さ
ま

よ
い
出
で
人
々
に
不
幸
を
振
り
ま
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
鬼
」
は
可
変
的
性
格
を

も
ち
、
祖
先
に
も
神
に
も
変
化
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、

「
鬼
」
は
霊
的
世
界
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
、
「
鬼
」
を
無
体
系
な
も
の
と
み
な
し

て

き
た
。
し
か
し
、
「
鬼
」
は
け
っ
し
て
混
沌
た
る
世
界
を
漂
濠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

人
と
「
鬼
」
と
の
交
信
に
は
「
鬼
」
を
統
轄
す
る
神
々
が
登
場
す
る
。
こ
の
神
々
は
陰
陽

両
界
に
関
わ
る
と
と
も
に
「
地
」
に
関
わ
る
神
で
あ
り
、
「
鬼
」
が
昇
化
し
て
神
に
な
っ

た

も
の
も
い
る
。
落
成
儀
礼
く
謝
土
V
に
お
い
て
、
人
は
建
造
物
を
建
て
た
土
地
か
ら
邪

悪

な
も
の
を
払
い
、
そ
の
土
地
を
「
陰
」
の
世
界
の
土
地
の
持
ち
主
く
地
基
主
V
か
ら
買

い
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
地
基
主
〉
と
は
、
か
つ
て
の
土
地
の
持
ち
主
で
死
後
そ
の
霊

が
そ

の

土
地
に
残
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
鬼
」
で
あ
り
、
「
鬼
」
が
土
地

の

主
と
な
る
の
で
あ
る
。
土
地
は
「
陰
」
か
ら
「
陽
」
の
世
界
の
も
の
と
な
っ
て
初
め
て

人
が
住
む
の

に

ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
土
地
は
陰
陽
の
両
界
を
つ
な
ぐ
場
で
あ
る
。

人

と
死
霊
は
「
地
」
に
関
わ
る
超
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
人
は
そ
の
住
む

地
に

よ
っ
て
冥
界
と
切
り
放
せ
な
い
現
世
を
知
る
の
で
あ
る
。
漢
民
族
は
冥
界
を
こ
の
世

と
同
様
に
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
冥
界
と
地
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
「
鬼
」
と
い
う
浮
遊
性
を
も
つ
超
自
然
的
存
在
に
一
定
の
秩
序
を
与
え
る
こ
と

に

よ
っ
て
、
人
が
他
界
を
生
活
の
中
に
感
じ
、
ま
た
解
釈
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一　
序

死
霊
と
土
地

　
土
地
は
人
の

住
む
場
で

あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
台
湾
漢
民
族
に
士
い
て
は
、
土
地

は
死
霊

と
人
間
と
の
接
点
と
い
え
る
。
人
の
住
む
土
地
は
、
死
霊
か
ら
譲
ら
れ
て
こ

そ
人
が
住
む

に
ふ

さ
わ
し
い
場
と
な
る
。
家
屋
や
廟
の
大
規
模
な
落
成
儀
礼
に
は
、

テ

エ
ケ

エ
ツ

ウ
ン
（
－
）

〈
地
契
碑
〉
が
作

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
陰
陽
両
世
界
に
わ
た
る
土
地
の
契
約
書
で
あ

　
　
イ
オ
ソ
カ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ム
カ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
エ
キ
イ
ツ
ウ

る
。
〈
陽
間
〉
に
住
む
人
間
は
く
陰
間
V
の
土
地
の
所
有
者
く
地
基
主
V
か
ら
土
地

を
・
。
貝
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
〈
地
基
主
V
と
は
過
去
に
そ
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
者

で
、
祖
先
で
は
な
い
死
者
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
祖
先
に
な
り
え
ぬ
死
霊
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

漢
民
族
で

は
、
祖
先
に
な
り
え
ぬ
死
霊
1
「
鬼
」
は
、
人
に
不
幸
を
も
た
ら
す
恐
る

べ
き
存
在
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
鬼
」
に
対
す
る
祭
祀
は
手
厚
く
行
わ
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
オ
テ
エ
コ
ン
（
2
）

の

「
鬼
」
の
統
轄
者
は
く
土
地
公
V
で
あ
る
と
い
う
。
∧
土
地
公
V
は
、
台
湾
に
お

い
て

最
も
信
仰
の
厚
い
神
の
一
つ
で
あ
り
、
土
地
の
守
護
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

商
売
の
神
と
し
て
も
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
神
は

ま
た
死
霊
の
統
轄
者
で
も
あ
る
。
人
が
生
活
し
て
い
る
「
地
」
は
「
鬼
」
と
の
か
か

わ
り
を
内
在
さ
せ
て
存
在
し
て
い
る
。

　

「
鬼
」
は
漢
民
族
の
霊
魂
観
、
他
界
観
、
さ
ら
に
神
観
念
の
解
釈
に
は
重
要
な
キ

ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
「
鬼
」
に
関
し
て
は
多
く
の
人
類
学
的
研
究
が

行
わ
れ
て

お

り
、
特
に
「
鬼
」
の
存
在
を
動
態
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
諸
研
究
が
成

　
　
　
　
　
（
3
）

果
を

納
め
て

い

る
。
そ
こ
で
は
、
「
鬼
」
は
祖
先
に
も
神
に
も
転
化
が
可
能
で
あ
り
、

冥
界
に

も
こ
の
世
に
も
存
在
し
、
両
義
的
・
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て

い

る
。
し
か
し
、
「
鬼
」
と
「
地
」
を
め
ぐ
る
超
自
然
的
存
在
と
の
関
連
に
つ
い

て

は
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
特
に
「
鬼
」
の
性
格
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
の

意
味
を
、
「
地
」
の
霊
的
意
味
と
の
関
連
か
ら
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
鬼
」
と
「
地
」
の
関
連
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
霊
と
人
と
の
か
か
わ
り

を
追
究
し
、
他
界
と
現
世
の
連
続
が
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

た

め
の

一
考
察
を
提
示
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
系
統

だ
っ

た
研
究
が
行
わ
れ
て

い

な
い
の
で
、
本
稿
で
は
台
湾
の
調
査
資
料
を
中
心
と
し

て

分
析
を
行
う
。
こ
の
た
め
、
本
稿
は
台
湾
漢
民
族
、
特
に
台
南
地
域
の
事
例
に
基

づ

く
一
試
論
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
本
稿
の
資
料
は
、
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
台
南
縣
A
郷
の
一
村
落
－
佳
椿
林
と
そ

の

周
辺
地
域
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
鄭
成
功
時
代
に
福
建
系
漢
人
の
移
住
が

始
ま
り
、
原
住
民
を
他
地
域
に
追
い
や
っ
た
り
、
あ
る
い
は
完
全
に
同
化
し
て
き
た
。

現
在
で

は
、
福
建
系
漢
人
と
自
認
す
る
人
々
の
み
が
居
住
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は

潭
州
出
身
者
の
子
孫
で
あ
る
が
、
少
数
派
で
あ
る
泉
州
出
身
者
と
の
間
に
は
言
語
や

慣
習
の
差
異
は
現
在
で
は
殆
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

二
　
漢
民
族
の
超
自
然
的
世
界

　
死
霊
1
「
鬼
」
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
「
鬼
」
の
性
格
を
位
置
づ
け
る
背

景
と
な
る
世
界
観
、
さ
ら
に
「
鬼
」
と
は
性
格
を
異
に
す
る
死
者
－
祖
先
に
つ
い
て

概
観
す
る
。
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θ
　
台
湾
漢
民
族
の
世
界
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　

こ
れ
ま
で
の
漢
民
族
の
世
界
観
の
研
究
で
は
、
宇
宙
を
垂
直
方
向
に
お
い
て
三
区

分
す

る
事
が
共
通
の
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
区
分
さ
れ
た
世
界
と
は
、
「
天
廷
」

「
世
間

（
人
の

世
界
）
」
「
地
府
」
あ
る
い
は
「
天
廷
」
「
陽
間
（
こ
の
世
）
」
「
陰
間

（
あ
の
世
）
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
三
区
分
は
一
般
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら

れ
、
研
究
者
も
こ
の
区
分
に
従
っ
て
超
自
然
的
世
界
を
と
ら
え
て
き
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
こ
に
は
「
天
地
」
と
い
う
方
向
上
の
区
分
と
、
「
陰
陽
」
と
い
う
生
死
に
よ
る
区

分
が
混

同
さ
れ
て
い
る
。
陰
間
は
「
地
下
」
と
し
て
、
陽
間
は
「
地
上
」
と
し
て
一

般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
地
と
は
人
の
住
む
世
界
で
も
あ
り
、
死
者
の
世
界

で

も
あ
る
。
こ
の
「
地
」
の
世
界
と
「
死
」
の
世
界
の
連
結
は
、
人
が
常
に
死
と
隣

合
わ
せ
に
い

る
存
在
で
あ
る
事
を
も
物
語
っ
て
い
る
。

　
超
自
然
的
存
在
と
し
て
「
神
」
・
「
祖
先
」
・
「
鬼
」
の
三
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
現
実
の
世
界
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
は
帝
国
の
官
吏
を
、
祖
先

は
家
族
と
リ
ニ
ー
ジ
を
、
「
鬼
」
は
異
邦
人
・
外
部
者
を
表
す
も
の
（
≦
○
い
ウ
」
O
恕

戸
謡
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
超
自
然
的
世
界
は
現
実
の
世
界
と
同
じ
論
理
の
中
で

語

ら
れ
る
。
神
・
祖
先
・
「
鬼
」
と
天
廷
・
陽
間
・
陰
間
の
三
区
分
は
対
応
す
る
も

の

で
は

な
い
。
神
は
天
廷
の
み
な
ら
ず
三
界
に
存
在
し
、
三
界
に
関
し
て
職
務
を
持

つ
の

で

あ
る
。
祖
先
と
「
鬼
」
は
共
に
主
と
し
て
陰
間
に
あ
る
が
、
と
き
に
は
人
の

住
む
陽
間

に

も
存
在
す
る
。
こ
の
三
界
は
全
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
テ
イ
コ
ン

　

「
神
」
は
人
々
に
益
を
与
え
る
存
在
で
あ
り
、
最
高
神
玉
皇
上
帝
（
∧
天
公
V
）

を

頂
点
と
す
る
パ
ソ
テ
オ
ン
の
一
員
で
あ
る
。

　

「
祖
先
」
と
「
鬼
」
は
と
も
に
死
者
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
区
別
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
べ
き
死
に
方
ー
正
常
死
を
し
て
子
孫
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る

の

が

「
祖
先
」
で
あ
り
、
異
常
死
を
し
た
り
子
孫
に
祭
ら
れ
な
い
死
霊
は
「
鬼
」
に

な
る
。
こ
の
両
者
は
冥
界
へ
の
参
入
の
正
統
性
と
子
孫
に
よ
る
祭
祀
の
有
無
に
よ
っ

て

区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
の
霊
に
対
す
る
祭
祀
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
両

者
は
相
互
に
転
換
可
能

な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
祖
先
と
「
鬼
」
の
区
別
は
、
こ
れ

ら
に
対
す
る
人
々
の
性
格
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
子
孫
が
祖
先
と
し
て
祭
っ
て
い
る

霊
で

あ
っ
て
も
、
子
孫
以
外
の
人
に
と
っ
て
は
「
鬼
」
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の

場
合
の
「
鬼
」
は
、
人
と
死
霊
と
の
関
係
性
に
基
づ
い
て
、
そ
の
性
格
が
検
討
さ
れ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
「
鬼
」
に
つ
い
て
は
神
と
の
関
係
に
お
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
鬼
」
は
「
神
」
に
も
変
化
す
る
が
、
こ
う
し
た
神
あ
る
い
は
神
的
な
超
自
然
的
存

在

は
、
人
と
冥
界
の
交
流
に
か
か
わ
る
事
が
多
く
、
ま
た
土
地
と
関
連
し
て
い
る
事

が

し
ば
し
ぽ
で
あ
る
。

　

「
鬼
」
は
祖
先
や
神
に
な
り
、
陰
間
・
陽
間
の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
う
る
と
い
う

よ
う
に
、
可
変
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
そ
の
不
安
定
性
が
人
々
の
不
安
を
か

き
立
て
る
も
の
と
な
る
。
「
鬼
」
の
存
在
す
る
世
界
は
主
と
し
て
陰
間
で
あ
り
、

ま
た
陽
間
に
も
存
在
し
う
る
。
ま
た
神
の
世
界
に
お
い
て
も
、
地
の
神
の
多
く
は

「
死
」
に
か
か
わ
る
神
で
あ
る
。
漢
民
族
の
死
の
世
界
や
死
霊
の
問
題
を
考
察
す
る

に

は
、
人
と
地
の
か
か
わ
り
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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⇔
　
死
者
と
冥
界

　

「
子
孫
が

い

る
死
者
が
祖
先
と
な
る
」
と
い
う
こ
の
単
純
な
定
式
も
、
人
々
の
認

識
の
中
で
は
現
実
味
を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
漢
民
族
は
、
冥
界
に
も
現
世

と
同
様
な
世
界
を
想
定
し
て
い
る
。
冥
界
に
お
い
て
、
死
者
が
「
生
活
し
て
い
く
」

た
め

に
は

こ
の
世
と
同
じ
よ
う
に
食
物
や
金
銭
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
葬
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ア
ツ
ウ
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
イ
ム
ツ
ア
（
1
0
）

の
際

に

は
、
死
者
の
も
の
と
し
て
冥
界
の
家
く
紙
暦
V
や
冥
界
の
金
銭
く
銀
紙
V
、

さ
ら
に
衣
類
が
焼
か
れ
、
冥
界
へ
送
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
、
生
者
は
死
者
に
対
し
て
、

継
続
的
に
冥
界
の
金
品
を
贈
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
孫
か
ら
こ
う
し
た
給
付
の

あ
る
死
老
は
「
祖
先
」
と
し
て
冥
界
で
安
楽
な
生
活
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
子
孫
か
ら
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
死
霊
は
、
冥
界
に
お
い
て
飢
え
て
さ
ま
よ
う

「
鬼
」
と
な
り
、
生
活
の
糧
を
求
め
て
こ
の
世
を
俳
徊
し
、
自
ら
の
苦
境
を
訴
え
る

た
め

に

こ
の
世
の
者
に
災
い
を
も
た
ら
す
存
在
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
世
の
人
々

は

「
鬼
」
に
対
し
て
供
物
を
あ
げ
、
災
い
を
避
け
よ
う
と
し
て
「
鬼
」
の
祭
祀
が
行

わ
れ
る
。

　

ま
た
、
子
孫
が
あ
っ
て
も
、
現
世
に
恨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
者
は
「
鬼
」
と
な
り

え
る
の
で
あ
る
。
台
湾
に
お
い
て
は
、
人
は
年
を
と
り
、
子
孫
を
得
て
、
そ
の
子
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
イ
ア
（
1
1
）

に
看
取

ら
れ
な
が
ら
自
家
の
∧
庁
V
（
祭
祀
の
た
め
の
部
屋
）
に
お
い
て
死
亡
す
べ

き
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
病
人
が
死
に
そ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
い
た
寝

室
か

ら
∧
庁
▽
に
移
す
。
病
院
に
い
る
瀕
死
の
者
は
家
に
連
れ
帰
ら
れ
、
〈
庁
〉
で

死
を
迎

え
る
。
こ
う
し
て
迎
え
る
死
以
外
は
ま
と
も
な
死
と
し
て
扱
わ
れ
ず
、
葬
式

も
正
式
に
行
わ
れ
な
い
。
も
し
、
葬
式
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
冥
界
の
住
居
も
金
品

も
死
者
に
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
冥
界
へ
の
正
式
な
参
入
方
法
に
は
な
ら

な

い
。
こ
う
し
た
死
者
は
、
死
亡
し
た
と
き
か
ら
正
当
な
死
者
で
は
な
く
、
「
鬼
」

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
事
故
死
、
戦
死
、
水
死
、
自
殺
、
行
き
倒
れ
、

あ
る
い
は
病
院
な
ど
で
の
病
死
は
、
異
常
死
と
な
る
。
〈
庁
V
で
死
亡
し
な
い
者
の

霊

は

「
鬼
」
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供
、
未
婚
の
者
は
〈
庁
〉
で
は
死

亡
で
き
ず
、
こ
れ
ら
も
正
当
な
死
者
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
祖
先
も
「
鬼
」
も
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
。
祖
先
も
祭
祀
す
る
子
孫
が

い

な
く
な
れ
ぽ
「
鬼
」
に
な
る
。
子
孫
が
い
な
い
「
鬼
」
は
子
孫
を
得
る
ー
た
と
え

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ぽ

死
後
養
子
や
冥
婚
に
よ
っ
て
祖
先
と
な
り
、
冥
界
で
の
正
当
な
地
位
を
得
る
こ
と

が

で
き
る
。
ま
た
、
「
鬼
」
は
神
的
存
在
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

者
に
害
を

及
ぼ
す
性
格
を

変
え
、
人
々
に
福
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
信
仰
を
集
め

る
こ
と
も
あ
る
。

　
冥
界
へ
の
正
式
な
参
入
と
冥
界
の
生
活
を
保
証
し
て
く
れ
る
子
孫
の
存
在
の
両
者

が

揃

う
時
、
死
者
の
霊
は
「
祖
先
」
と
な
り
、
子
孫
に
も
他
の
者
に
も
危
害
を
加
え

る
こ
と
は
原
則
と
し
て
な
い
。
し
か
し
、
条
件
を
満
た
さ
な
い
霊
は
「
鬼
」
と
な
り
、

人
々
に
不
幸
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⇔

　
祖
先
祭
祀

　
祖
先
の

祭
祀
対
象
は
、
墓
と
位
牌
の
二
つ
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
漢
民
族
の
霊
魂

観
が
反
映
し
て
い
る
。

　
人
の

霊
に

は
、
「
魂
」
と
「
塊
」
が
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、

そ

の

内
容
に
つ
い
て
は
解
釈
に
差
異
が
で
て
く
る
。
古
来
よ
り
、
「
魂
」
は
人
の
生
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命
を

司
る
陽
の
生
気
で
あ
り
、
死
後
天
に
昇
り
、
身
体
を
離
れ
て
永
遠
に
存
在
す
る

と
さ
れ
た
。
対
し
て
「
暁
」
は
人
の
肉
体
を
司
る
陰
の
生
気
で
あ
り
、
死
後
地
上
に

留
ま
り
土
に
な
る
と
い
う
。
「
魂
」
は
「
陽
府
」
・
「
陽
宅
」
と
い
わ
れ
る
家
屋
や
宗

族
の

祭
祀
場

「
宗
祠
」
に
お
い
て
位
牌
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
塊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は

「
陰
府
」
・
「
陰
宅
」
と
い
わ
れ
る
墳
墓
に
お
い
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
コ
ニ
魂
七
晩
L
と
い
う
語
が
人
の
霊
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
時
に
し
ぼ
し
ば

聞
か
れ
る
。
し
か
し
一
般
の
者
は
、
言
葉
は
知
っ
て
い
て
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
有
識
者
も
、
魂
と
塊
の
両
者
に
よ
っ
て
人
の
霊
が
構

成

さ
れ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
て
も
、
そ
の
内
容
の
細
部
に
わ
た
っ
て
説
明
で
き
る

老
は

い

な
い
。
三
魂
と
は
三
種
の
魂
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
墓
、
位
牌
、
〈
地
府
V

（
冥
界
）
に
い
る
と
解
釈
す
る
者
も
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
墓
、
位
牌
で
祭
ら
れ

て

い

る
死
者
で
も
、
〈
地
府
V
の
魂
が
苦
し
ん
だ
り
、
こ
の
世
に
さ
ま
よ
い
で
て
く

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
こ
の
世
の
者
に
不
幸
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、

こ
う
し
た
魂
を
安
撫
す
る
た
め
の
儀
礼
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
七
醜
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

一
般
の

人
々

は
ほ

と
ん
ど
内
容
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
い
ず
れ
の

解
釈
に
お
い
て

も
、
人
の
霊
は
多
層
的
構
造
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、

多
様
に
解
釈
さ
れ
、
多
様
な
祭
祀
が
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
墓
と

位
牌
の
祭
祀
は
祖
先
の
霊
に
対
し
て
は
必
ず
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
佳
熔
林
一
帯
で
は
、
墳
墓
祭
祀
は
大
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
死
後
三
年
間
は

清
明
節
に
必
ず
墓
参
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
嫁
を
迎
え
た
時
や
男
子
が
生
ま
れ
た

と
き
に
死
ん
だ
親
に
報
告
す
る
た
め
と
し
て
墓
参
が
行
わ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ

以
外
は
墓
参
を
行
わ
な
く
て
も
よ
い
。
墓
で
の
祭
祀
は
忘
却
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
墓
に
醜
が
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず
れ
消
滅
す
る
と
い
う
解
釈
に
立
つ
な

ら
ぽ
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
シ
ン
ヅ
ウ
パ
イ
　
　
　

コ

ン

マ
ア

パ

イ
　
　
　
ポ
ツ
ク
ツ
ウ

　
位
牌
は
、
〈
神
主
牌
∨
〈
公
嬬
牌
〉
〈
木
主
〉
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
位
牌
に

は
死
者
の

名
前
、
生
年
月
日
、
死
亡
年
月
日
、
「
孝
男
」
（
息
子
）
の
名
が
記
さ
れ
て

い

る
。
位
牌
は
家
屋
内
で
は
∧
庁
〉
に
置
か
れ
、
毎
朝
夕
線
香
が
上
げ
ら
れ
る
。
位

　
　
　
ア
ソ
カ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ツ
ツ
ウ

牌
は
く
厄
架

V
と
呼
ぼ
れ
る
棚
状
の
祭
壇
や
く
佛
厨
V
と
呼
ば
れ
る
箪
笥
大
の
厨
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
納
め

ら
れ
て
い
る
。
∧
庁
V
の
正
面
の
壁
に
は
神
々
の
絵
が
あ
り
、
位
牌
は
右
側

（
向
か
っ
て
左
側
）
に
置
か
れ
る
。
漢
民
族
に
お
い
て
は
左
が
優
位
で
あ
り
、
位
牌

は
神

よ
り
劣
位
の
位
置
－
右
に
置
か
れ
る
。
〈
佛
厨
V
も
内
部
正
面
に
は
神
画
が
あ

り
、
位
牌
は
右
側
に
置
か
れ
る
。
位
牌
は
、
命
日
、
大
晦
日
、
元
旦
、
清
明
節
、
端

午
節
、
中
元
節
、
冬
至
節
に
祭
祀
が
行
わ
れ
、
供
物
が
上
げ
ら
れ
る
。
〈
庁
V
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

位
牌
祭
祀
は
家
人
の

手
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
宗
教
的
職
能
者
を
招
く
こ
と
は
命
日
に

特
別
の
儀
礼
を
行
う
場
合
を
除
い
て
は
な
い
。

　
位
牌
祭
祀
は
墳
墓
祭
祀
に

く
ら
べ
て
世
代
を
経
過
し
て
も
継
続
さ
れ
、
か
つ
重
視

さ
れ
る
。
死
者
が
祖
先
と
な
る
に
は
、
位
牌
を
も
ち
、
そ
の
位
牌
を
祭
祀
す
る
く
孝

男
V
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
位
牌
祭
祀
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冥
界

で
の

安
楽
な
生
活
が
得
ら
れ
、
祖
先
と
し
て
の
位
置
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
「
鬼
」
の
世
界

以

下
に
お
い
て

は
、
「
鬼
」
は
い
か
に
認
識
さ
れ
、
い
か
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
か
、
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さ
ら
に
「
鬼
」
の
世
界
の
秩
序
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

表1　祖先とく好兄弟〉の祭祀

国立歴史民俗博物館研究報告　第41集　（1992）

　　　　　　　避

祭祀日已祀⇒祭祀酬⇒供物内容棚祭祀対象捻①。

鬼
と
そ
の
祭
祀

　
好
兄
弟

ホ
　
　
ヒ
ヤ
テ
イ

　
兄
弟
V
と
は
、

　
　
　
　
　
「
鬼
」
に
対
す
る
尊
称
で
あ
り
、
「
鬼
」
と
い
う
不
吉
な
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
オ
フ
ソ

話
す
場
合
に
は
∧
好

兄
弟
V
と
称
す
る
。
こ
れ
は
く
孤
魂
V
と
も
い
わ
れ
、

〈庁〉の神

（鬼月以外）

土地公

（媒介者）

質素銀紙屋内前

午
午
正

ロ
ロ
　
ロ
ロ

節

命
祖先

豪華紙

衣

銀

経

屋外午後節日前日好兄弟

冥
界
で
の
生
活
を
支
え
て
く
れ
る
子
孫
の
い
な
い

「
鬼
」
で
あ
り
、
食
物
な
ど
を
求
め
て
こ
の
世
を
さ

ま
よ
う
「
餓
鬼
」
で
あ
る
。
〈
好
兄
弟
V
が
「
鬼
」

の

代
表

と
い
え
よ
う
。
∧
好
兄
弟
V
に
対
す
る
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
ク
イ
ゴ
エ

は
農
暦
七

月
に
く
鬼
月
V
の
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
を
中
心
と
し
、
祖
先
祭
祀
や
神
祭
祀
に
も
付
随

し
て
行
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
イ

　

こ
こ
で
は
、
各
家
で
行
わ
れ
る
位
牌
祭
祀
1
〈
拝

ツ

ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
イ
メ
ン
コ
ウ

祖

V
と
鬼
（
∧
好
兄
弟
V
）
祭
祀
1
〈
拝
門
口
V
を

対
比

さ
せ
な
が
ら
、
「
鬼
」
の
性
格
を
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。
（
表
1
）

　
ま
ず
、
時
間
に
つ
い
て
は
く
拝
門
口
V
は
、
必
ず

祖
先
祭
祀
に
先
だ

っ

て

行
わ
れ
る
。
大
晦
日
、
清
明

節
前

日
、
端
午
節
前
日
、
中
元
節
前
日
、
冬
至
節
前

日
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
∧
好
兄
弟
V
に
ご
馳

走
を

し
て
翌
日
の
祖
先
へ
の
供
物
を
奪
わ
な
い
よ
う

に
す

る
た
め
で
あ
る
。
〈
拝
門
口
∨
は
午
後
に
行
わ
れ
、
〈
拝
祖
V
が
午
前
や
正
午

に
行
わ
れ

る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
場
所
は
〈
拝
祖
〉
は
位
牌
の
あ
る
く
庁
V
で
行
わ
れ
る
が
、
〈
拝
門
口
V
は
屋
外

で
あ
り
、
庭
に
机
が
出
さ
れ
供
物
が
並
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
イ
プ
ウ

　
儀
礼

内
容
で
は
、
〈
拝
祖
V
の
前
に
は
、
庁
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
神
の
祭
祀
∧
拝

佛
∨
が
行
わ
れ
る
。
庁
の
位
牌
祭
祀
で
は
、
ま
ず
神
に
対
し
て
果
物
な
ど
の
簡
素
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ム
ツ
ア
（
1
7
）

供
物
を
供
え
、
線
香
を
上
げ
、
紙
銭
（
〈
金
紙
〉
）
が
焼
か
れ
る
。
そ
の
後
位
牌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ァ
シ
ソ

供
物
を
上
げ
る
。
供
物
は
煮
た
〈
三
牲
〉
（
豚
肉
・
鶏
一
羽
・
魚
一
匹
な
ど
三
種
類

の

牲
酷
）
、
米
、
果
物
、
酒
に
加
え
て
、
人
間
が
食
べ
る
の
と
同
様
の
料
理
が
捧
げ

ら
れ
る
。
家
人
の
年
長
者
な
ど
が
線
香
を
上
げ
、
祖
先
に
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
を
告

げ
る
。
そ
の
後
、
〈
銀
紙
V
が
焼
か
れ
儀
礼
は
終
了
す
る
。
∧
拝
門
口
∨
で
は
、

∧
庁

V
の
神
に
対
す
る
祭
祀
は
行
わ
な
い
が
、
唱
え
言
に
は
〈
好
兄
弟
〉
が
〈
土
地

公

〉
の
統
轄
の
も
と
で
供
物
を
受
け
取
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
後
に

〈
銀
紙
〉
を

焼
い
て
∧
好
兄
弟
〉
に
贈
る
際
に
、
〈
土
地
公
〉
に
対
し
て
も
〈
金

紙
〉
が
焼
か
れ

る
。
こ
れ
は
く
好
兄
弟
V
を
統
轄
す
る
の
が
く
土
地
公
V
と
さ
れ
る

た
め

で

あ
り
、
祖
先
祭
祀
に
は
∧
土
地
公
V
は
関
与
し
な
い
。

　
〈
拝
門
口
V
の
供
物
は
、
祖
先
に
対
す
る
の
と
同
様
の
く
三
牲
V
な
ど
の
食
物
で

あ
る
が
、
祖
先
に
対
す
る
よ
り
も
豪
華
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
祖
先
は
内
の

者
だ

か

ら
簡
単
で
よ
い
が
、
∧
好
兄
弟
V
は
お
客
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ

れ

る
。
「
鬼
」
で
あ
る
く
好
兄
弟
V
の
供
物
が
不
足
す
る
こ
と
は
、
「
鬼
」
に
よ
っ
て

災
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
々
は
こ
う
し
た
事
態
を
さ
け
る
た
め
に
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ン
イ
ト

物
を
惜
し
ま
な
い
。
ま
た
、
紙
銭
は
祖
先
に
捧
げ
る
く
銀
紙
V
以
外
に
、
〈
経
衣
V

382
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と
呼
ぽ
れ
る
紙
銭
が
燃
や
さ
れ
る
。
こ
れ
は
黄
土
色
の
短
冊
状
の
紙
に
衣
服
や
身
の

回

り
の
も
の
が
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
品
々
を
く
好
兄
弟
V
に
捧

げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
∧
経
衣
V
は
く
好
兄
弟
V
に
対
し
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の

で

あ
る
。
祖
先
は
こ
う
し
た
品
々
は
葬
式
の
際
に
既
に
受
け
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て

い
る
。

　
②
　
亡
　
　
魂

　
　
モ
ソ
フ
ソ

　
〈
亡
魂
〉
に

つ
い
て

は
、
こ
れ
を
〈
好
兄
弟
〉
と
全
く
同
様
と
す
る
認
識
も
あ
る

が
、
特
に
実
際
に
特
定
の
人
に
災
い
を
及
ぼ
し
て
い
る
存
在
に
対
し
て
こ
の
用
語
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
病
気
に
な
っ
た
時
に
は
「
ど
こ
か
の
亡
魂
の
せ
い
」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
亡
魂
V
に
は
「
無
嗣
之
亡
魂
」
「
有
嗣
之
亡
魂
」
が
あ
る
と

い
わ
れ

る
よ
う
に
、
子
孫
の
有
無
は
関
係
し
な
い
。
∧
亡
魂
〉
に
よ
っ
て
不
幸
が
起

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
れ
ば
、
宗
教
的
職
能
者
に
よ
っ
て
く
亡

魂

V
が

災
い
の
原
因
で
あ
る
の
か
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぽ
ど
の
よ
う
な
く
亡
魂
V
で

あ
る
か
を
見
極
め
、
供
養
を
し
て
霊
を
慰
め
る
。
こ
の
供
養
の
内
容
は
千
差
万
別
で

あ
り
、
単
に
紙
銭
を
焼
く
も
の
か
ら
く
亡
魂
V
に
位
牌
を
つ
く
る
、
あ
る
い
は
供
養

塔
を

立
て

る
、
さ
ら
に
は
拘
を
建
て
て
〈
亡
魂
〉
を
神
的
存
在
と
し
て
祭
祀
す
る
も

の

ま
で
あ
る
。

　
　
（
1
9
）

　
∧
外
方

V
と
言
わ
れ
る
も
の
も
く
亡
魂
V
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
分
の
祖
先
で
な
い

も
の
で
あ
り
、
外
に
あ
っ
て
人
に
と
り
つ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
し

死
霊
に
子
孫
が

い
た

と
し
て
も
、
そ
の
祭
祀
が
充
分
で
な
か
っ
た
り
、
こ
の
世
に
恨

み
の

あ
る
者
は
人
に
障
り
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
∧
水
鬼
V
と
い
わ
れ
る
溺
死
者
の
霊
は
、
死
亡
し
た
場
に
あ
っ
て
代
わ
り

の

者
を

引
き
込
ま
な
い
限
り
は
自
分
は
浮
か
ぼ
れ
な
い
た
め
、
人
を
水
中
に
引
き
込

も
う
と
す
る
。
こ
れ
も
人
々
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
「
鬼
」
の
一
つ
で
あ
る
。

　
以

上
の

よ
う
な
死
霊
は
、
た
と
え
子
孫
が
存
在
し
て
い
て
も
災
い
を
も
た
ら
す
存

在
で
あ
り
、
人
が
恐
怖
を
持
ち
、
こ
の
世
の
不
幸
の
説
明
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

霊
的
存
在
で
あ
る
。

　
ま
た
、
子
孫
が
い
な
い
「
鬼
」
の
う
ち
、
人
に
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
コ
オ
ニ
ユ
ウ
　
　
　
ル
ウ
ク
ィ
　
　
　
　
ル
ウ
リ
ン

未
婚
女
性
の
霊
∧
孤
娘
V
〈
女
鬼
V
∧
女
霊
V
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
漢
民
族
に

お

い
て

は
、
死
亡
女
性
は
生
家
で
祖
先
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

う
し
た
霊
は
家
人
な
ど
に
災
い
を
ふ
り
か
け
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
∧
亡
魂
〉
へ
の
解
釈
は
人
々
の
間
に
お
い
て
も
実
に
多
様
で
あ
る
が
、
死
者
の
霊

は
現
世
に
災
い
を
振
り
か
け
る
可
能
性
を
も
つ
が
、
そ
の
供
養
に
よ
っ
て
現
世
の
安

泰
が

も
た
ら
さ
れ
る
。
死
霊
の
性
格
は
可
変
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
霊
が
こ
の
世

の

幸
不
幸
を

転
換

さ
せ
る
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

⇔
　
「
鬼
」
の
統
轄
者

　
鬼
は
こ
の
世
に
災
い
を
も
た
ら
す
不
吉
な
存
在
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
無
秩
序
状

態
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
と
死
霊
を
つ
な
ぐ
秩
序
体
系
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
好
兄
弟
V
は
〈
土
地
公
〉
の
管
轄
下
に
あ
る
。
地
を

支
配
す
る
神
が
死
霊
と
人
と
の
媒
介
者
と
な
っ
て
い
る
。

　
農
暦
七

月
ー
「
鬼
月
」
に
は
「
鬼
」
が
こ
の
世
に
く
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に

は
く
土
地
公

V
と
は
異
な
る
統
轄
者
が
現
れ
る
。
「
鬼
」
に
は
、
こ
の
世
を
俳
徊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍋

て

い

る
も
の
、
冥
界
に
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
鬼
月
に
は
冥
界
に
い
る
も
の
も
こ
の
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世
に

出
て
、
自
由
に
俳
徊
し
人
々
の
饗
応
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
か
月

は

こ
の
世
に
は
「
鬼
」
が
溢
れ
、
超
自
然
的
世
界
の
秩
序
が
転
換
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
通
常
は
、
超
自
然
的
世
界
で
は
玉
皇
上
帝
が
最
高
位
に
あ
る
が
、
鬼
月
に
は

　
テ
イ
ヨ
ン
グ
ア
ン
コ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

〈
中
元
公
V
が
最
高
神
と
な
る
。
∧
中
元
公
∨
と
は
三
官
大
帝
の
一
神
、
地
官
大
帝

で

あ
り
、
七
月
一
五
日
を
聖
誕
日
と
し
て
い
る
。
三
官
大
帝
は
玉
皇
上
帝
に
次
ぐ
神

々

で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
地
」
に
関
す
る
神
が
死
霊
の
月
の
最
高
神
と
な
る
の
で

あ
る
。
鬼
月
に
行
わ
れ
る
「
鬼
」
に
対
す
る
祭
祀
は
、
し
ば
し
ば
く
拝
中
元
公
V
と

い
わ

れ
、
鬼
月
の
支
配
者
∧
中
元
公
V
へ
の
祭
祀
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
鬼
月
に

は
、
神
の
祭
祀
は
原
則
的
に
は
行
わ
れ
ず
、
祭
祀
は
「
鬼
」
に
対
す
る
の
み
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ウ
ト
ウ

　
鬼
月
に
は
、
各
地
で
く
普
渡
∨
（
〈
普
度
〉
）
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
村
落
や
廟

の

祭
祀
集
団
を
単
位
と
し
た
共
同
的
な
「
鬼
」
祭
祀
で
あ
り
、
「
鬼
」
の
祭
壇
を
仮

設

し
て
行
う
。
人
々
は
各
自
供
物
を
持
ち
寄
り
、
そ
の
豪
華
さ
を
競
い
合
う
。
普
渡

の

対
象
と
な
る
「
鬼
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
人
々
に
説
明
を
求

め

る
と
、
「
子
孫
の
い
な
い
霊
」
「
さ
ま
よ
う
霊
」
と
い
う
答
が
返
っ
て
く
る
。
い
う

な
れ
ぽ
、
∧
好
兄
弟
V
〈
亡
魂
V
で
あ
り
、
特
に
人
々
が
日
頃
か
ら
恐
れ
て
い
る
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
シ
イ
ヤ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ウ
ト
ウ
コ
ソ

で

あ
る
。
ま
た
普
渡
に
お
い
て
、
〈
大
士
爺
〉
あ
る
い
は
〈
普
渡
公
〉
な
ど
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

れ

る
神
が
祭
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
鬼
」
の
統
率
者
で
あ
る
。
道
士
の
説
明
に
よ
れ

ぽ
、
こ
れ
は
観
世
音
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
。
観
世
音
は
本
来
、
男
女
の
い
ず
れ
で

あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
普
渡
の
際
に
は
男
と
し
て
く
大
士
爺
V
に
な
る
。
紙

製
の
像
で
く
大
士
爺
V
が
作
ら
れ
、
頭
に
観
世
音
を
戴
き
、
恐
ろ
し
げ
な
顔
を
し
、

手
に
剣
を
持
っ
た
姿
と
な
る
。
〈
大
士
爺
V
は
供
物
の
方
を
向
い
て
置
か
れ
、
「
鬼
」

が
勝
手
気

ま
ま
に
供
物
を
む
さ
ぼ
っ
て
混
乱
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
人
々
に

危
害
を
加
え

な

い

よ
う
に
監
視
す
る
の
で
あ
る
。
普
通
の
「
鬼
」
に
は
像
が
作
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
∧
大
士
爺
〉
は
神
と
し
て
有
形
性
が
あ
り
、
紙
銭
も
∧
金
紙
〉

が

上
げ
ら
れ
る
。
鬼
月
は
「
鬼
」
が
こ
の
世
を
俳
徊
す
る
異
常
な
月
で
は
あ
る
が
、

け
っ
し
て
無
秩
序
な
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
∧
普
渡
V
に
お
い
て
は
く
大
士

爺
∨
に
統
轄
さ
れ
、
さ
ら
に
鬼
月
の
最
高
神
〈
中
元
公
〉
の
支
配
下
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
鬼
」
は
「
地
」
の
神
を
そ
の
統
率
者
と
戴
き
、
そ
の
荒
ぶ
る
魂
を

統
御

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
人
は
、
地
の
神
を
媒
介
と
し
て
「
鬼
」
と
の
交
信
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
　
謝
土
と
地
基
主

　
台
湾
に
お
い
て
、
人
が
土
地
に
家
屋
、
廟
、
墓
を
建
て
て
利
用
す
る
に
は
、
儀
礼

が

必
要
で
あ
る
。
土
地
は
初
め
か
ら
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

土
地
の
超
自
然
的
存
在
と
人
と
の
契
約
に
よ
っ
て
土
地
は
建
造
物
を
建
て
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
土
地
に
い
る
邪
悪
な
存
在
を
追
い
払
い
、
土
地
の
守
護
者

を

祭

り
、
〈
地
基
主
∨
か
ら
土
地
を
買
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
は
人
の
も
の
と

な

り
、
そ
の
土
地
を
利
用
す
る
人
々
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
繁
栄
が
保
証
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
台
湾
で
は
こ
の
た
め
の
儀
礼
を
∧
謝
土
V
と
呼
ん
で
い
る
。
∧
地
基
主
〉
は
、

土
地
の

以
前
の
持
ち
主
で
あ
り
祖
先
で
は
な
い
死
者
で
あ
り
、
そ
の
霊
は
土
地
に
宿

っ

て

い

る
。
「
鬼
」
は
恨
み
を
残
し
た
土
地
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

〈
地
基
主
〉
は

「
鬼
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
玉
皇
上
帝
に
任
じ
ら
れ
る

よ
う
な
正
式
の
「
神
」
で
は
な
い
。
∧
地
基
主
V
は
ま
さ
に
死
霊
と
神
と
の
両
義
的

384
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性
格
を

も
つ
「
地
」
の
超
自
然
的
存
在
で
あ
る
。

　
　

O
　
謝
土
儀
礼

　
　
シ
ヤ
ト
ウ

　

∧
謝
土
〉
と
は
、
家
屋
、
廟
、
墓
を
建
造
し
た
際
に
行
お
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
そ

の

原
義

は
、
土
地
の
超
自
然
的
存
在
に
対
し
て
、
工
事
の
無
事
終
了
を
感
謝
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
儀
礼
の
主
た
る
目
的
は
、
建
造
物
の
占
め
る
土
地
を
人
の
も

の

と
し
、
邪
悪
な
る
も
の
を
追
い
払
い
、
浄
化
し
た
空
間
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。

台
湾
に
お
け
る
く
謝
土
V
の
実
施
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
問
題
や
地
域

性
が

あ
り
、
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
佳
椿
林
一
帯
で
は
家
屋
を
建
造
し
た
際
に
は
、
金
銭
的
余
裕
が
あ
れ
ぼ
く
謝
土
V

は
落
成
時
に
行
わ
れ
る
。
も
し
行
わ
な
け
れ
ば
、
家
内
に
不
幸
が
続
い
た
場
合
に
厄

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

払
い

と
し
て
行
わ
れ
た
り
、
結
婚
式
な
ど
に
併
せ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
墓
の
く
謝
土
V
は
埋
葬
時
に
埋
葬
儀
礼
に
付
随
し
て
簡
単
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
イ
ピ
ョ
ウ

　
廟
の
落
成
に
際
し
て
は
、
一
般
に
く
開
廟
V
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。

こ
れ
は
儀
礼
的
に
廟
門
を
開
き
、
神
像
を
安
置
し
、
廟
内
を
浄
化
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
開
廟
儀
礼
の
後
、
必
ず
〈
謝
土
〉
が
行
わ
れ
る
。
∧
謝
土
∨
儀
礼
に

　
　
　
ポ
ウ
ト
ン
エ
シ
ヤ
ト
ウ

は
、
〈
普
通
的
謝
土
V
と
呼
ば
れ
る
簡
単
な
儀
礼
と
、
正
式
で
複
雑
な
儀
礼
を
伴
う

　
ト
ア
シ
ア
ト
ウ

〈
大
謝
土

V
が

あ
る
が
、
廟
の
場
合
は
∧
大
謝
土
V
で
あ
る
。

　
〈
謝
土

V
儀
礼
は
本

来
、
呪
術
師
∧
法
師
V
が
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
道
教
の
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

司

ー
道
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
〈
法
師
V
に
よ
っ
て
主
宰
さ

れ
た
謝
土
儀
礼
を

取

り
上
げ
、
人
が
い
か
に
∧
地
基
主
V
か
ら
土
地
を
得
る
か
、

〈
地
基
主

V
の

性
格
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
い
。
儀
礼
内
容
に
つ

い
て

は
、
〈
法
師
V
か
ら
説
明
を
受
け
た
。
一
般
の
人
々
は
謝
土
儀
礼
の
知
識
は
持

ち

合
わ
せ
て

い

な
い
。
人
々
が
了
解
し
て
い
る
の
は
、
〈
地
基
主
〉
と
は
土
地
の

以
前
の
所
有
者
で
あ
り
、
∧
謝
土
V
に
よ
っ
て
土
地
は
人
の
も
の
と
な
り
、
以
後
は

く
地
基
主

V
を
祭
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
事
例

と
し
て
上
げ
る
の
は
、
佳
椿
林
の
村
廟
ー
姑
嬬
宮
の
再
建
の
際
に
行
わ
れ
た

謝
土
儀
礼
で
あ
る
。
姑
嬬
宮
の
歴
史
は
古
く
、
一
五
七
九
年
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
る
。
祭
神
は
郵
仙
姑
嬬
（
大
婿
）
、
何
仙
姑
嬬
（
二
嬬
）
、
李
仙
姑
嬬
（
三
嬬
）
、

紀
仙
姑
嬬
（
四
嬬
）
の
四
女
神
を
中
心
と
し
て
、
他
に
山
西
夫
子
（
関
羽
）
、
三
太

子

（
中
壇
元
帥
）
、
福
徳
正
神
、
註
生
娘
娘
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
廟
は
も
と
は
近
隣

二
ニ
ケ
村
が
共
同
祭
祀
す
る
廟
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
村
々
が
独
自
に
廟
を
も
っ
た

り
、
廃
村
に
な
る
村
が
あ
っ
た
り
し
た
た
め
、
再
建
完
成
時
に
は
佳
椿
林
一
村
で
祭

祀
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
佳
椿
林
の
村
落
規
模
か
ら
み
れ
ば
、
格
式
の

あ
る
大
き
な
村
廟
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
姑
嬬
宮
は
日
本
統
治
時
代
に
廟

の

建
物
自
体
が
廃
嘘
と
化
し
、
神
体
は
他
の
場
所
に
移
さ
れ
て
い
た
。
一
九
七
八
年

に
廟
の
再
建
が
決
定
さ
れ
、
以
前
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
付
近
に
再
建
場
所
が
決
め

ら
れ
た
。
そ
の
後
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
一
九
八
三
年
に
一
応
の
完
成
を
み
、
開

廟
儀
礼

と
そ
れ
に
付
随
す
る
謝
土
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

①
　
開
廟
儀
礼

　
開
廟
の
時
期
は
、
廟
の
向
き
を
考
え
て
、
良
い
時
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
。
姑
婿
宮

の

完
成
が
近
づ
い
た
一
九
八
三
年
は
亥
年
で
あ
っ
た
。
姑
嬬
宮
は
南
向
き
で
あ
る
の

で
亥
年
の
開
廟
は
よ
い
が
、
翌
年
の
子
年
は
好
ま
し
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
ま
だ
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
85

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

完
成
で
あ
っ
た
が
、
開
廟
儀
礼
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
開
廟
の
日
時
は
姑
嬬
宮
の
神
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表2　開廟・謝土・賞兵儀礼 日 る

日　時 間己礼名1儀 礼 内 容

10

11

12

6：50－7：50

8：00

8：35－10：45

11：10－11：30

11：40－12：10

12：20－12：50

15：00－16：50

21：05－23：00

23：35－23：45

23；50

0：05

0：15－　0：50

12：45－14：00

14：40－15：10

15：15－15：37

15：42－15：46

15：47－16：00

16：05－16：10

16：25－16：30

16：30－16：35

16：45－17：05

17：05－17：30

17：3〔｝－17：40

18：10－18：35

18：35－18：50

19：05－20：00

20：15－20：35

20：35－20：55

20：55－21：05

21：05

21：10

21：15

21：25－21：35

22：34－23：15

23：15－2：25

15：30

16：15－17：30

封廟門

玉皇宮進香

拝大廟

隣村遠境

佳椿林遠境

祭星

過火

開廟門

開金炉

安座

（宴会）

（準備）

降壇

圧外然

拝好兄弟

拝地基主

浄水

疏文

七献

榔筈・焼金

圧無

鮎鶏血

翻神土

収内然

埋甕

開光点眼

貼勇刀鏡尺符

掛桃柳枝

掛八卦

（買断土地）

打竹符

煮油

煮油

（準備）

賞兵

廟門を閉め，封印をする

台南市に向け，出発

台南市玉皇宮へ参拝

大廟に参拝し，祭神代天巡狩を招く

隣村を一行が歩く

佳椿林を一行が歩く

十二元辰星を祭る

火渡り

廟門を開く

金炉を開く

童札のトランス状態がとける

安座の祈薦を法師が行う

廟の披露のための宴会が行われる

供物の配置，祭壇の準備

儀礼開始のための祈薦

く外然〉除去のための祈帰

く好兄弟〉を祭る

く地基主〉を祭る

供物を清める

祈薦文を読む

供物を撒く

祭祀の成功の確認・紙銭を焼く

神熱を押さえ込む

鶏の血で廟内，供物を清める

地中にいる邪悪なものを掃き出す

く内熱〉を甕の中にいれる

村外に甕を埋める

龍に開光点眼をする

勇刀鏡尺符を貼る

八卦を守る竹を掛ける

八卦を掛ける

く地契碑〉を納めて，紙銭を焼く

竹符を打つ

煮油によって廟の内外を清める

煮油によって村中を清める

開
廟
に
先
立
ち
、
村
人
を
清
め
る
た
め
の
菜
食
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、
一
一
月
八

よ
り
、
村
廟
再
建
の
中
心
と
な
っ
た
再
建
委
員
や
村
廟
の
神
の
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ

く
童

乱
∨
は
三
日
間
肉
食
を
避
け
る
。
そ
れ
以
外
の
村
民
は
一
一
月
九
日
よ
り
三

間
の
菜
食
を
行
う
。
ま
た
、
菜
食
と
同
時
に
男
女
の
同
会
も
禁
じ
ら
れ
る
。

日　　　た
　　開　゜

賞兵の準備

五営兵を労う

の

神
託
に

よ
っ
て
一
一
月
一
一
日
（
農
暦
一
〇
月
七
日
）
の
子
の
刻
と
決
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ユ
ア
コ

　
開
廟
儀
礼
は
く
法
師
V
と
童
乱
、
さ
ら
に
〈
橋
仔
〉
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
儀
礼
の
執
行
者
と
な
る
存
在
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
〈
法
師
〉
は
呪

術
師

と
し
て
、
廟
の
神
の
祭
祀
、
開
運
祈
願
、
厄
払
い
、
死
者
の
口
寄
等
を
行
う
。

〈
童

乱
V
は
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
り
、
神
の
霊
を
乗
り
移
ら
せ
て
神
託
を
告
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

り
、
自
ら
の
霊
を
他
界
に
送
っ
た
り
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
〈
童
乱
〉
が
ト
ラ

ン

ス

状
態
に
入
る
際
に
は
、
多
く
は
∧
法
師
V
が
共
に
儀
礼
を
行
い
、
〈
童
乱
V
の

386
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発
す

る
言
葉
を
解
釈
す
る
。
〈
法
師
〉
と
〈
童
乱
〉
は
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
神
・

∧
法
師

〉
・
〈
童
乱
V
の
三
者
の
力
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
〈
輯
仔
∨
は
木
製
の
小
型
の
腰
掛
け
椅
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
二
人
の
男
性
が
持

ち
神
を
〈
嬌
仔
〉
に
降
臨
さ
せ
る
。
神
が
く
輯
仔
∨
を
動
か
し
、
さ
ら
に
字
を
書
き
、

そ

の

意
思
を

伝

え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
〈
輪
仔
〉
を
持
つ
二
人
の
男
性
自
身
に

神
が
降
臨
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
種
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
て
い
る
。
〈
橋

仔
∨
を

持
つ
こ
と
は
誰
も
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
持
つ
二
人
の
相
性
も
あ
る
と

さ
れ
る
。
〈
橋
仔
V
の
動
き
と
字
に
つ
い
て
も
く
法
師
V
が
解
釈
す
る
こ
と
が
多
い
。

姑
婿
宮
で
は
、
三
嬬
、
四
婿
の
み
が
く
童
乱
∨
を
も
ち
、
他
の
神
は
く
橋
仔
V
に
よ

っ

て

意
思
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
開
廟
儀
礼
に
参
加
し
た
く
法
師
V
は
佳
熔
林
の

近
隣
に
住

み
、
佳
椿
林
の
儀
礼
を
い
つ
も
行
っ
て
い
る
二
人
の
く
法
師
V
で
あ
る
。

　

以
下
、
＝
月
一
〇
日
か
ら
始
ま
る
開
廟
儀
礼
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
概
要
を
述

べ
る
。
（
表
2
参
照
）

　
封
廟
門
ー
廟
の
完
成
以
前
に
も
、
神
像
は
廟
内
に
置
か
れ
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

日
、
神
々
が
台
南
市
の
玉
皇
宮
に
参
拝
す
る
た
め
、
神
像
を
廟
外
に
出
し
、
廟
門

を
閉
じ
て
封
印
す
る
。

　
台
南
市
玉
皇
宮
進
香
－
玉
皇
宮
は
玉
皇
上
帝
を
祭
祀
し
て
い
る
。
姑
嬬
宮
の
主
神

二
嬬
が

玉
皇
上
帝
の
義
女
に
当
た
る
た
め
、
義
父
玉
皇
上
帝
に
開
廟
の
報
告
の
た
め

参
拝
1
進
香
を
行
っ
た
。
進
香
に
は
、
姑
婿
宮
の
神
々
の
神
像
を
御
輿
に
乗
せ
、
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン
カ
ン
テ
イ
ソ
（
6
2
）

建
委
員
、
∧
法
師
V
、
〈
童
乱
V
、
〈
宋
江
陣
〉
、
村
民
有
志
が
従
っ
た
。
玉
皇
宮

で

は
、
姑
嬬
宮
の
神
々
の
神
像
が
祭
壇
に
置
か
れ
、
玉
皇
上
帝
に
供
物
が
上
げ
ら
れ

る
。
こ
こ
で
、
〈
法
師
V
が
村
を
守
る
た
め
に
玉
皇
上
帝
の
兵
士
ー
天
兵
を
佳
椿
林

に
招
く
「
調
天
兵
」
を
行
う
。
参
拝
後
、
神
像
を
御
輿
に
戻
し
帰
途
に
付
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ア
ピ
ョ
ウ

　
請
代
天
巡
狩
ー
台
南
市
か
ら
帰
途
、
A
郷
の
く
大
廟
V
に
参
拝
す
る
。
〈
大
廟
∨

は

近
隣
七

八
ヶ
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
祭
祀
圏
の
中
心
と
な
る
廟
で
あ
る
。
そ
の

祭
神
－
代
天
巡
狩
を
姑
嬬
宮
の
開
廟
を
見
守
っ
て
も
ら
う
た
め
に
村
に
招
く
。
村
で

大
規
模
な
祭
祀
が
行
わ
れ
る
際
に
は
し
ぽ
し
ぼ
こ
う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
る
。

　

遠
境
；
以
前
に
姑
嬬
宮
を
祭
祀
し
て
い
た
隣
村
と
佳
熔
林
を
一
行
が
巡
り
歩
く
。

こ
の
間
、
∧
童
乱
V
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
て
い
る
。
各
家
で
は
道
路
脇
に
果
物

な
ど
の
供
物
を
出
し
、
線
香
を
上
げ
る
。
村
内
を
廻
り
終
わ
っ
た
一
行
は
、
姑
嬬
宮

に
戻

り
御
輿
を
廟
の
前
に
置
く
。
〈
童
乱
V
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
が
解
け
る
。
そ
の
後
、

一
行

は
一
旦
解
散
と
な
る
。

　

祭
星
ー
∧
法
師
∨
が
く
十
二
元
辰
星
V
を
祭
る
儀
礼
が
廟
の
前
で
行
わ
れ
る
。
こ

の

星
々

は
人

に
加
護
を
与
え
た
り
、
人
を
害
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
晩
、
〈
過
火
V
（
火
渡
り
）
を
行
う
た
め
、
悪
い
星
が
人
に
崇
ら
ぬ
よ
う
に
先

に
祭

る
も
の
で
あ
る
。

　
過
火
－
廟
に
入
る
神
を
清
め
る
た
め
、
火
渡
り
を
行
う
。
廟
の
前
で
〈
法
師
V
、

∧
童

乱
〉
、
〈
輯
仔
〉
の
ほ
か
神
像
を
抱
い
た
男
性
が
く
過
火
V
を
行
っ
た
。

　

こ
の
間
、
〈
宋
江
陣
〉
の
太
鼓
や
鉦
が
打
ち
な
ら
さ
れ
、
廟
の
周
り
に
集
ま
っ
た

人
々
は
危
険
な
〈
過
火
∨
を
見
、
既
に
興
奮
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　
開
廟
門
ー
∧
法
師
〉
が
廟
門
の
前
に
立
ち
、
〈
倣
法
V
（
術
を
施
す
）
の
後
、
三

嬬
の

く
童
乱
V
が
中
央
の
廟
門
の
前
で
前
方
回
転
を
し
て
廟
門
を
足
で
蹴
っ
て
開
け

　
　
　
（
2
7
）

廟
内
に
入
る
。
廟
内
に
仕
掛
け
ら
れ
た
爆
竹
が
次
々
に
炸
裂
し
、
騒
然
た
る
雰
囲
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

に
包
み

込

ま
れ
る
。
四
嬬
の
く
童
乱
V
が
脇
の
門
を
蹴
っ
て
開
け
る
。
〈
童
乱
V
に



　　　　　　●連公聖者竹符

　　　　　　■
劉公聖者竹符

国立歴史民俗博物館研究報告　第41集　（1992）

宋江爺 将軍爺

註生娘娘
仙姑婿　　中壇元帥

山西太子＿八卦

　　　／、、

福徳正神

　　　　1北の護符

　　　　1西の護符

・
○獣

虎
2

六

廟
生

．L

供

物

拝好兄弟
　↓

虎爺

E
「一一一一一一「

1生1熟11
　　　　　　　　　コ

1　甕　1
L＿一＿＿＿＿」

A

㊥

中央護符

桃柳枝

供

物

・
○
后
．
牒

1　東の護符

南の護符

廟公・廟婆
廟龍

生1
熟1

○㊦
五方神熟

　生2
　熟3 供

物

●

張公聖者竹符

●

粛公聖者竹符

供

物

供

物

↑拝地基主

歌　仔　戯

●都天李元帥竹符

図1　姑嬬宮謝土儀礼略図

供

物

供

物

〔凡例〕

　生1…生の牲堕1組
　熟2…煮た牲酷2組

N
』
T
l

388
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続
い

て
、
〈
法
師
∨
、
∧
輯
仔
∨
、
〈
宋
江
陣
〉
、
神
像
が
廟
内
に
入
り
、
神
像
が

安
置
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ム
　
ロ

　

開
金
炉
ー
〈
童
乱
〉
が
廟
の
神
に
捧
げ
る
∧
金
紙
V
を
焼
く
た
め
の
く
金
炉
V
を

開
く
。
∧
金
炉
V
の
口
を
覆
っ
た
赤
い
紙
を
刀
で
裂
く
。

　
安
座
ー
∧
童
乱
V
と
〈
嬌
仔
〉
か
ら
神
が
去
っ
た
後
、
∧
法
師
V
が
神
々
を
安
置

し
た
時
に
行
う
〈
安
座
〉
の
儀
礼
を
行
う
。

　
以
上
で
∧
開
廟
V
の
儀
礼
は
終
了
す
る
。

　
②

謝

土

儀

礼

　
一
一
日
の
正
午
に
は
、
廟
再
建
の
た
め
に
寄
付
を
し
た
者
を
招
い
て
、
廟
の
前
で

宴
会
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
寄
付
に
対
す
る
感
謝
と
廟
の
披
露
を
兼
ね
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
日
は
、
五
〇
卓
の
膳
が
用
意
さ
れ
、
五
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。

　
〈
謝
土
∨
儀
礼

は
、
高
度
の
宗
教
的
知
識
を
必
要
と
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
特
に

く
大
謝
土
∨
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
く
法
師
V
は
限
ら
れ
る
。
日
頃
、
姑
婿

宮
の
儀
礼
を
行
い
且
つ
く
開
廟
V
儀
礼
を
行
っ
た
∧
法
師
V
に
は
〈
謝
土
V
は
で
き

ず
、
姑
嬬
宮
の
∧
謝
土
〉
儀
礼
は
台
南
市
在
住
の
く
法
師
V
に
依
頼
し
た
。
〈
法

師
V
は
助
手
一
人
と
共
に
儀
礼
を
行
う
。

　
ま
ず
、
儀
礼
に
用
い
る
品
々
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

　
村
人
は
∧
謝
土

V
の

た
め
の

供
物
を

各
家
ご

と
に
用
意
す
る
。
廟
の
前
に
供
物
を

置
く
た
め
の
多
数
の
卓
が
並
べ
ら
れ
、
各
家
に
一
卓
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
る
。
人
々

は
牲
酷
、
米
、
果
物
、
酒
、
菓
子
な
ど
を
大
量
に
供
え
る
。
村
人
の
供
物
は
図
1
の

よ
う
に
九
列
に
わ
た
っ
て
並
べ
ら
れ
る
が
、
豚
と
A
の
祭
壇
の
供
物
は
村
の
費
用
で

ま
か
な
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ア
イ
サ
ア

　
A
の

祭
壇
に
は
五
体
の
人
形
が
置
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
く
外
無
V
（
外
部
に
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ボ
ウ
シ
ソ
サ
ア
（
2
8
）

邪
悪
な

超
自
然
的
存
在
）
と
し
て
の
く
五
方
神
熊
V
で
あ
る
。
〈
五
方
神
熊
∨
と
は

五
方

に
い

る
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
名
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
東
方
ー
陳
貴
先
、
南
方
ー
察
子
良
、
西
方
ー
張
主
貴
、
北
方
－
林
慶
宗
、
中
央

－
挑
百
祥
で
あ
る
。
神
名
が
つ
け
ら
れ
ず
、
人
名
で
あ
る
こ
と
は
「
鬼
」
と
し
て
の

存
在

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
祭
壇
の
供
物
は
煮
た
∧
三
牲
V
（
豚
肉
、
一

羽
の

鶏
、
一
匹
の
魚
）
と
生
の
く
三
牲
∨
（
生
豚
肉
、
生
卵
、
生
の
豆
腐
）
、
茶
、

菓

子
、
果
物
で
あ
る
。
神
や
死
者
に
対
し
て
は
普
通
、
生
肉
が
供
え
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
こ
に
も
く
五
方
神
熱
∨
の
特
殊
な
性
格
が
み
て
と
れ
る
。

　
〈
法
師
〉
は
廟
内
に
以
下
の
よ
う
な
祭
壇
を
用
意
す
る
。

　

B
l
祭
壇
に
は
、
紙
製
の
六
獣
と
虎
が
置
か
れ
て
い
る
。
六
獣
と
は
、
人
を
守
る

も
の
と
さ
れ
る
。
虎
は
、
〈
廟
虎
〉
で
あ
り
、
邪
悪
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀

さ
れ
る
対
象
が
獣
で
あ
る
の
で
、
供
物
の
く
三
牲
V
は
生
の
も
の
で
あ
る
。

　
C
ー
壁
に
は
ら
れ
た
紙
は
〈
后
土
牒
〉
と
呼
ば
れ
る
（
写
真
⑱
）
中
央
の
女
神
は

九

天
玄
女
で
あ
る
が
、
こ
の
神
は
神
力
が
大
変
強
い
と
さ
れ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
神

熊

を
収
め
る
ー
〈
収
熱
〉
を
行
う
。
金
銀
の
丸
は
、
一
斗
ず
つ
の
金
と
銀
を
表
し
て

お

り
、
こ
れ
を
く
五
方
神
熱
V
に
捧
げ
て
、
去
っ
て
も
ら
う
と
の
意
味
で
あ
る
。
祭

壇
は
∧
神
案
V
と
い
わ
れ
、
∧
収
熱
∨
の
儀
礼
の
祭
壇
を
意
味
し
て
い
る
。
祭
壇
の

灯
は
∧
子
孫
灯
V
で
あ
り
、
村
人
が
子
孫
繁
盛
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ

て

い

る
。
下
方
の
五
人
は
〈
内
熱
〉
（
内
部
に
い
る
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
）
と
し
て

の

く
五
方
神
無
∨
で

あ
る
。
祭
壇
に
お
か
れ
た
竹
は
廟
の
正
面
の
八
卦
を
守
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糊

の

も
の
ー
∧
桃
柳
枝
V
で
あ
り
、
後
の
儀
礼
過
程
で
廟
の
中
央
の
入
り
口
の
上
に
掛
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け
ら
れ
る
。
紙
製
の
男
女
の
人
形
は
く
廟
公
V
と
く
廟
婆
V
で
あ
り
、
廟
を
守
護
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
紙
製
の
く
廟
龍
V
も
廟
を
守
る
も
の
と
さ
れ
る
。
祭
壇
の

供
物
は
煮
た
∧
三
牲

V
と
生
の
∧
三
牲
V
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。

　

D
ー
米
を
入
れ
た
バ
ケ
ツ
に
三
本
の
竹
符
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
普
庵
祖
佛
、

九

天
玄
女
、
楊
府
救
貧
仙
師
の
名
が
そ
れ
ぞ
れ
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
〈
五

方
神
熟
〉
を
抑
え
る
役
割
を
も
っ
た
神
で
あ
る
。
〈
五
方
神
熊
V
は
普
庵
祖
佛
の
外

甥
で
あ
る
。
九
天
玄
女
は
そ
の
神
力
の
強
さ
に
よ
っ
て
〈
五
方
神
熊
〉
を
収
め
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
楊
府
救
貧
仙
師
も
く
五
方
神
無
V
を
抑
え
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

　
以
下
、
儀
礼
を
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。

　

ま
ず
、
廟
内
で
く
法
師
V
が
儀
礼
を
開
始
す
る
た
め
の
祈
薦
を
行
い
、
続
い
て
廟

外
に
出
て
儀
礼
が
始
ま
る
。

　

圧
外
熱
－
廟
の
外
の
A
の
祭
壇
の
前
で
、
〈
法
師
V
は
廟
を
背
に
し
て
外
に
向
か

っ

て

祈
疇

を
行
う
。
こ
れ
は
く
外
熟
∨
で
あ
る
〈
五
方
神
熱
〉
を
祭
祀
し
、
供
物
を

捧
げ
、
こ
の
地
か
ら
退
散
す
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。

　
拝
好
兄

弟
ー
祖
先
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
な
い
死
霊
ー
〈
好
兄
弟
V
を
祭
る
。
廟

前
の
供
物
の
内
、
廟
か
ら
み
て
右
半
分
は
く
好
兄
弟
V
の
供
物
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

〈
好
兄
弟
V
は
廟
の
外
に
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
〈
法
師
〉
は
右
側
の
供

物
の
前
に
立
ち
、
外
を
向
い
て
祈
蒔
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
に
災
い
を
も
た
ら

す
く
好
兄
弟

V
を

追
い
払
う
の
で
あ
る
。

　
拝
地
基
主
ー
〈
法
師
∨
は
廟
の
左
側
の
供
物
の
外
側
へ
行
き
、
廟
に
向
か
っ
て
祭

祀
す

る
。
左
側
の
供
物
は
く
地
基
主
V
の
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
廟
内
に
あ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
入
り
き
れ
な
い
た
め
に
外
に
置
か
れ
た
と
す
る
。
左
が
優
位
な
位
置
に
な

る
の
で
、
〈
地
基
主
∨
は
〈
好
兄
弟
〉
よ
り
も
上
位
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0

師
〉
は
供
物
を
前
に
し
て
廟
内
に
い
る
と
さ
れ
る
く
地
基
主
∨
を
祭
る
の
で
あ
る
。
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
浄
水
ー
村
人
が
廟
前
に
捧
げ
た
供
物
を
清
め
る
。
∧
法
師
∨
が
〈
神
水
〉
を
草
に

つ
け
、
供
物
に
振
り
か
け
て
歩
く
。

　
疏
文
1
〈
法
師
V
が
祭
祀
の
た
め
の
文
－
疏
文
を
読
み
上
げ
る
。

　
七
献
ー
∧
法
師
V
が
花
、
菓
子
、
貨
幣
を
撒
く
。
こ
れ
は
廟
外
に
い
る
超
自
然
的

存
在
に
対

し
て
供
物
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
に
は
厄
払
い
の
意
味
が
あ
り
、
村
人
は
争
っ
て
撒
か
れ
た
も
の
取
ろ
う
と
す
る
。

　
榔
筈
ー
こ
れ
ま
で
の
祭
祀
が
充
分
で
あ
っ
た
か
否
か
を
、
祭
祀
対
象
に
聴
く
。

　
三
（
3
0
）

〈
筈
〉
が

良
い
し
る
し
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
祀
は
く
外
無
V
、
〈
好
兄
弟
V
、

〈
地
基
主
〉
の
意
に
か
な
っ
て
い
た
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ト
サ
ア

　
圧
繁
ー
∧
法
師
V
が
A
の
祭
壇
の
前
で
あ
ひ
る
に
刀
を
当
て
、
「
鴨
殺
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
ヤ
ニ
サ
ァ

こ
の
韻
は
「
圧
熊
」
1
邪
悪
な
も
の
を
押
さ
え
込
む
ー
に
通
じ
る
。
実
際
に
は
あ
ひ

る
を
殺
す
こ
と
は
な
く
、
あ
ひ
る
の
足
に
巻
い
て
い
た
紙
、
ご
ざ
、
箒
を
A
の
祭
壇

の

外
側
に
投
げ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
祭
場
に
来
て
い
た
邪
悪
な
も
の
は
追
い

払
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
以

上

で
、
廟
の
外
に
お
け
る
儀
礼
は
終
了
す
る
。
各
家
庭
と
村
か
ら
供
物
と
し
て

出
さ
れ
た
紙
銭
は
全
て
焼
か
れ
る
。
ま
た
祭
壇
A
の
∧
五
方
神
熊
V
も
焼
か
れ
る
。

　
村
人
は
供
物
を

片
付
け
帰
宅
す
る
。
各
家
庭
で
は
、
一
八
時
三
〇
分
か
ら
村
外
の

友
人
、
親
戚
を
招
い
て
宴
会
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
以
後
廟
内
で
行
わ
れ
る
儀
礼
に
は
、

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

村
人
は
参
加
し
な
い
。

　
廟
内
で
行
わ
れ
る
儀
礼
の
目
的
は
、
〈
内
熟
V
と
し
て
の
〈
五
方
神
無
〉
を
払
う



台湾漢民族の死霊と土地

こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
、
儀
礼
開
始
の
祈
薦
が
行
わ
れ
て
後
、
以
下
の
順
で
儀
礼
が
行

わ
れ
た
。

　
鮎
鶏
血
1
∧
法
師
〉
が
白
い
鶏
の
と
さ
か
を
切
っ
て
血
を
出
し
、
血
を
流
し
て
い

る
鶏
の
頭
を
筆
に
見
立
て
て
、
宙
に
呪
文
を
書
く
。
呪
文
の
対
象
は
、
C
の
祭
壇
の

竹

符
、
八
卦
、
B
の
祭
壇
の
桃
柳
枝
、
中
門
で
あ
る
。
鶏
の
血
に
は
霊
力
が
あ
る
と

信

じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
霊
力
に
よ
っ
て
廟
内
を
清
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
翻
神
土
－
廟
内
に
い
る
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
を
追
い
払
う
た
め
、
そ
れ
が
潜
む

土
を

起
こ
し
て
吐
き
出
す
こ
と
を
象
徴
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
E
に
ご
ざ
を
敷
き
、
そ

の

上
で
箒
を

も
っ
た
〈
法
師
〉
が
掃
く
所
作
を
し
な
が
ら
踊
る
。
そ
の
後
ご
ざ
を
か

ぶ
っ

て

鶏
の
ま
ね
を
し
て
跳
び
ま
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
イ
サ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ソ

　
収
内
熱
－
廟
内
の
〈
五
方
神
熊
〉
（
〈
内
熱
V
）
を
収
め
る
儀
礼
で
あ
る
。
〈
腫

ガ

ア

ピ

イ

仔

米
V
と
も
い
う
。
E
の
場
所
に
供
物
を
用
意
す
る
。
牲
醒
は
煮
た
も
の
と
生
の
も

の
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
写
真
⑫
の
よ
う
な
五
つ
の
碗
が
用
意
さ
れ
る
。
こ
の
碗
は

東
西
南
北

と
中
央
の
五
方
を
表
し
、
碗
の
中
の
米
は
く
五
方
神
熱
V
を
意
味
し
て
い

る
。
甕
は
井
戸
を
意
味
し
て
お
り
、
甕
の
口
を
覆
っ
た
紙
に
は
「
普
庵
祖
佛
に
よ
っ

て

五
方
神
窯
を

収
め
て

古
井
戸
の
中
に
落
と
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
紙
の
中

央
に
く
法
師
V
が
五
つ
の
碗
か
ら
取
っ
た
米
粒
を
載
せ
る
。
米
粒
を
東
南
西
北
中
央

の

順
番
で
、
九
・
八
・
六
・
五
・
三
粒
ず
つ
取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
碗
か
ら
一

粒
ず
つ
と
っ
て
全
部
で
三
六
粒
と
す
る
。
こ
れ
は
三
六
地
熟
、
つ
ま
り
地
に
い
る
三

六
の

邪
悪
な

超

自
然
的
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。
次
に
く
法
師
V
は
線
香
で
紙
の
端

に
五
方

を
意
味
す
る
五
つ
の
穴
を
開
け
る
。
〈
法
師
〉
が
こ
の
甕
の
上
で
火
の
つ
い

た
紙
を

振

る
と
、
米
粒
は
自
ら
動
い
て
穴
の
中
に
落
ち
て
い
き
、
全
て
の
米
が
穴
の

中
に
落
ち
て
、
〈
内
無
V
は
甕
の
中
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
埋
甕
ー
米
が
納
め
ら
れ
た
甕
を
村
外
に
埋
め
る
。
甕
は
逆
さ
ま
に
し
て
埋
め
ら
れ
、

そ

の

上
に

D
の

三
本
の

竹
符
が
打
ち
込
ま
れ
る
。
こ
こ
で
B
に
あ
っ
た
紙
製
の
虎
と

紙
銭
が

焼
か
れ

る
。
虎
を
送
る
〈
送
廟
虎
〉
は
邪
悪
な
も
の
を
追
い
払
う
行
為
で
あ

る
。　

こ
れ
が
終
わ
る
と
再
び
廟
内
に
戻
る
。

　
廟
龍
の
開
光
点
眼
ー
C
の
祭
壇
に
あ
っ
た
龍
に
霊
力
を
込
め
る
開
光
点
眼
の
儀
礼

を
∧
法
師
〉
が
行
う
。
開
光
鏡
で
光
を
龍
に
あ
て
、
開
光
筆
に
鶏
の
血
を
含
ま
せ
て

龍
に
点

じ
る
所
作
を
す
る
。
霊
を
こ
め
る
た
め
の
所
作
で
あ
る
。
龍
自
体
は
焼
く
が
、

開
光
鏡
と
開
光
筆
は
永
久
的
に
廟
に
置
か
れ
、
龍
が
こ
の
廟
を
守
る
こ
と
に
な
る
。

　
貼
前
刀
鏡
尺
符
ー
勇
刀
鏡
尺
符
と
は
建
物
に
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
が
侵
入
す
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
家
屋
内
の
四
方
と
中
央
の
門
の
上
に
貼
ら
れ
る
。

符
に
描
か
れ
て
い
る
鋏
は
、
建
物
に
邪
悪
な
も
の
が
入
っ
て
来
た
ら
切
り
と
る
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
鋏
の
刃
は
普
通
の
家
屋
で
は
全
て
上
を
向
い
て
い
る

が
、
廟
で
は
中
央
の
正
門
の
符
の
み
は
下
を
向
い
て
お
り
、
「
避
邪
」
の
威
力
は
強

力
で
あ
る
。
鏡
も
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
の
侵
入
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
。
定
規
は
こ

の

護
符
の
長
さ
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
護
符
は
二
色
の
紙
を
地
と
し
て
い
る
が
、

一
二
寸
四

方
の
紙
の
中
央
部
に
八
寸
四
方
の
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
位
置
関
係

は
四

時
八
節
を
意
味
し
て
い
る
。
四
時
と
は
四
季
で
あ
り
、
八
節
は
立
春
、
春
分
、

立
夏
、
夏
至
、
立
秋
、
秋
分
、
立
冬
、
冬
至
で
あ
り
、
「
四
時
無
災
、
八
節
有
慶
」

の

意
で
あ
る
。
中
央
の
八
寸
の
紙
の
色
は
方
角
を
表
し
、
一
二
寸
の
紙
の
色
は
五
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

説
に
基
づ

い
て

中
央
の
紙
と
「
相
生
」
の
関
係
に
あ
る
も
の
が
以
下
の
よ
う
に
選
ば

391
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れ
る
。

護
符
の
方
角

　
東

　
南

　

西

　
北

　
中
央

　　　　　八
黄黒白赤緑寸
（（（（（紙
土水金火木の
））））） 色

一
二
寸
の
紙
の
色

赤

（火
）

緑

（木
）

黄

（土
）

白
（
金
）

赤

（火
）

　
掛
桃
柳
枝
ー
廟
の
正
門
の
上
に
八
卦
を
守
る
竹
の
枝
を
掛
け
る
。
こ
れ
は
中
央
の

祭
壇
に
掛
け

ら
れ
る
八
卦
の
正
面
に
あ
っ
て
八
卦
を
守
る
も
の
で
あ
る
。

　
掛
八
卦
－
祭
壇
の
上
に
、
布
に
書
い
た
八
卦
を
掛
け
る
。
八
卦
は
、
邪
悪
な
も
の

を

防
ぐ
役
割
を
持
ち
、
祭
壇
を
守
り
、
廟
を
守
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ー
ヤ
ー
（
3
3
）

　
買
断
土
地
－
紙
銭
を
焼
き
、
そ
の
灰
を
神
々
の
祭
壇
の
下
に
あ
る
く
虎
爺
V
の
祭

祀
場
所
に
置

き
、
そ
の
奥
に
∧
地
契
碑
V
を
安
置
す
る
。
〈
地
契
碑
V
は
、
廟
の
土

地
の

陰

界
の
持
ち
主
く
地
基
主
V
か
ら
陽
の
世
界
の
人
間
が
廟
の
土
地
を
買
い
取
る

（
買
断
）
の
契
約
書
で
あ
る
。
（
後
述
）
こ
れ
に
よ
っ
て
、
廟
の
土
地
は
人
間
の
も

の

と
な
り
人
間
が
使
用
し
て
も
災
い
が
か
か
る
こ
と
は
な
い
。

　
打
竹
符
ー
廟
の
外
の
四
隅
と
中
央
正
面
に
竹
の
護
符
を
打
つ
。
竹
符
に
は
そ
れ
ぞ

れ
、
東
1
張
公
聖
者
、
南
－
購
公
聖
者
、
西
ー
劉
公
聖
者
、
北
ー
連
公
聖
者
、
中
央

ー
都
天
李
元
帥
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
者
は
兵
を
率
い
た
将
軍
で
あ
り
、

邪
悪

な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
廟
は
内
部
か
ら
の
み

な
ら
ず
、
外
部
か
ら
も
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
儀
礼
を
も
っ
て
、
〈
謝
土
V
の
儀
礼
は
全
て
終
了
し
、
〈
謝
土
V
を
行
っ
た

〈
法
師
∨
は
廟
を

離
れ
る
。
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③

煮
油

と
賞
兵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
〈
謝
土
〉
の
儀
礼
が
終
わ
っ
た
後
、
引
き
続
き
村
を
浄
化
す
る
儀
礼
が
執
り
行
わ

れ
、
翌
日
は
神
の
兵
を
労
う
く
賞
兵
V
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。

　
煮
油
ー
火
に
よ
る
浄
化
儀
礼
で
あ
る
。
鍋
に
入
れ
た
油
に
筒
を
立
て
て
火
種
を
置

き
、
酒
を
吹
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
炎
を
あ
げ
て
清
め
を
行
う
。
こ
の
儀
礼
は

∧
開
廟
∨
を
行
っ
た
く
法
師
V
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、
廟
の
祭
壇
、
柱
な
ど

で
炎
を

上
げ
て
廟
内
を
清
め
る
。
酒
を
吹
き
か
け
る
の
は
く
法
師
∨
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
四

婿
の
く
童
乱
V
、
二
台
の
く
橋
仔
V
が
従
う
。
さ
ら
に
炎
の
上
を
神
像
を
通

し
て
清
め
る
。
そ
の
後
一
行
は
廟
の
外
に
出
て
、
廟
の
周
り
を
清
め
、
村
の
周
囲
を

　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

守
護
す
る
五
営
、
天
営
、
各
家
庭
を
清
め
て
歩
く
。
各
家
で
は
、
〈
庁
∨
の
机
に
一

二
碗
の
赤
い
団
子
の
汁
物
を
用
意
す
る
。
こ
れ
は
「
円
満
」
を
表
し
て
い
る
。
油
の

鍋
を

∧
庁
V
に
入
れ
、
酒
を
吹
き
か
け
て
炎
を
あ
げ
、
そ
の
炎
の
上
を
各
家
庭
で
祭

っ

て

い

る
神
の
香
炉
を
渡
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
が
清
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
各
家

に
は
廟
の
護
符
が
配
ら
れ
る
。
一
行
が
村
中
の
家
を
清
め
て
廟
に
戻
っ
て
く
る
と
、

廟
の
前
で
炎
が
上
げ
ら
れ
、
集
ま
っ
た
村
人
が
炎
を
跨
い
だ
り
、
火
の
上
を
衣
類
を

通

し
て
身
の
清
め
を
行
う
。
こ
う
し
て
煮
油
に
ょ
る
廟
と
村
の
浄
化
が
終
わ
る
と
火

は

消
さ
れ
、
∧
童
乱
V
、
〈
橋
仔
V
の
神
愚
り
が
解
け
る
。

　
賞
兵
ー
開
廟
に
際
し
て
村
の
守
護
を
行
っ
た
神
の
兵
を
労
う
た
め
に
、
〈
謝
土
▽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ウ
ピ
ン

の

翌

日
に
く
賞
兵
V
が
行
わ
れ
た
。
〈
賞
兵
〉
の
儀
礼
は
、
一
か
月
に
一
度
、
廟
の

前
の
広
場
で
行
わ
れ
て
お
り
、
〈
法
師
V
が
∧
五
営
V
を
象
徴
す
る
五
色
の
旗
〈
五

営
旗
〉
を

も
っ
て
祈
繍
を
行
う
。
こ
の
時
の
く
賞
兵
V
は
、
大
き
な
儀
礼
が
終
わ
っ
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た
の

で
、
村
を
守
っ
た
兵
を
労
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
家
庭
で
は
∧
三

牲
V
、
米
、
果
物
な
ど
の
供
物
を
用
意
し
て
、
広
場
に
並
べ
た
。

　
以
上
を

も
っ
て
、
〈
開
廟
▽
に
際
し
て
の
∧
謝
土
V
の
一
連
の
儀
礼
は
終
了
し
た

の

で
あ
る
。

⇔
　
∧
謝
土

V
と
地
の
世
界

　
〈
謝
土
〉
儀
礼
は
、
人
が
土
地
を
人
の
住
む
場
に
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
。

そ

こ
で
は
邪
悪
な
神
無
を
追
い
払
い
、
人
が
土
地
を
冥
界
か
ら
買
い
取
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
と
地
と
は
∧
鬼
V
的
存
在
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る

の

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
以
下
、
∧
地
契
碑
〉
と
∧
地
基
主
V
の
分
析
を
行
う
こ

と
と
す
る
。

　
①

地

　
契
碑

　
〈
地
契
碑

V
と
は
、
∧
地
基
主
〉
と
人
間
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
土
地
に
関
す
る
契

約
書
で
あ
る
。
黒
い
二
枚
の
瓦
に
契
約
文
が
朱
書
き
さ
れ
て
お
り
、
赤
い
布
に
包
ん

で
祭
壇
の
下
の
く
虎
爺
V
の
祭
祀
場
所
に
安
置
さ
れ
る
。
契
約
文
の
内
容
は
法
師
の

宗
派
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
が
、
大
意
は
同
様
で
あ
る
。
姑
嬬
宮
の
地
契
碑
は
法
師

の

も
つ
『
謝
土
安
宅
経
』
の
経
文
に
従
っ
て
書
か
れ
た
。
経
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ

る
。
（
原
文
に
は
区
切
り
は
な
い
。
）

　
　
　
日
立
尽
根
碑
契
人
盤
古
武
夷
王
有
地
基
一
所
　
坐
落
台
湾
省
△
△
市
△
△
里

　
　
東
至

甲
乙
木
　
西
至
庚
辛
金
　
南
至
丙
丁
火
　
北
至
壬
癸
水
　
四
至
明
白
為

　
　
界
　
今
托
中
引
就
陽
間
弟
子
△
△
承
買
　
三
面
言
議
着
下
時
債
佛
銀
壱
百
弐
拾

　
　
雨
　
随
即
請
△
△
神
明
全
與
張
堅
固
李
定
度
全
踏
出
地
基
一
所
　
交
付
銀
主
人

　
　
前
去
掌
管
居
住
　
起
蓋
大
暦
一
造
坐
△
向
△
分
金
△
△
　
左
有
青
龍
護
蔭
　
右

　
　
有
白
虎
桿
穣
　
前
有
朱
雀
除
災
　
後
有
玄
武
降
福
　
鈎
陳
呈
蛇
蔭
　
人
丁
来
龍

　
　
進
宅
　
子
孫
興
旺
　
萬
代
富
貴
　
五
穀
豊
登
　
六
畜
昌
盛
　
四
時
無
災
　
八
節

　
　
有
慶
　
基
地
有
山
神
土
地
管
顧
　
不
許
外
方
邪
魔
侵
擾
　
悪
無
侵
界
　
當
駆
除

　
　
起

出
外
方
　
若
有
不
明
　
武
夷
王
出
頭
抵
當
　
不
干
銀
主
之
事
　
恐
口
無
愚

　
　
今
欲
有
愚
五
合
地
契
博
一
面
　
付
執
観
音
土
地
案
樟
下
為
照
　
即
日
全
中
人
與

　
　
神
明
修
過
地
契
碑
面
　
銀
壱
百
弐
拾
両
　
完
足
再
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
見
神
　
李
定
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
壇
神
　
張
堅
固

　
　
　
　
天
運
民
国
△
△
年
△
月
△
日
　
　
　
　
　
　
　
地
契
碑
尽
根
字
人
武
夷
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
書
人
　
毛
筆
成

　
こ
の
経
文
に
落
成
し
た
家
屋
や
廟
の
状
況
を
補
足
し
て
地
契
博
は
書
か
れ
る
。
そ

こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
地
契
碑
の
契
約
者
盤
古
武
夷
王
に
は
一
ヶ
所
の
敷
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
台
湾

　
　
省
台
南
縣
佳
椿
林
に
あ
り
、
四
方
が
境
を
為
し
て
い
る
。
今
、
仲
介
人
を
介
し

　
　
て
陽
間
の
弟
子
姑
婿
宮
の
信
徒
が
時
価
佛
銀
一
二
〇
両
で
購
入
す
る
。
仙
姑
嬉

　
　
（
姑
婿
宮
の
神
）
、
張
堅
固
、
李
定
度
が
敷
地
を
監
査
し
、
購
入
者
が
土
地
を

　
　
受
け
取
り
、
廟
を
建
て
る
。
向
き
は
南
、
左
に
は
青
龍
が
あ
っ
て
良
き
報
い
を

　
　
も
た
ら
し
、
右
に
は
白
虎
が
あ
っ
て
稜
れ
を
寄
せ
付
け
な
い
。
前
方
に
は
朱
雀

　

が

あ
っ
て
災
い
を
除
き
、
後
方
に
は
玄
武
が
あ
っ
て
福
を
招
く
。
鈎
陳
呈
蛇
が

　

福
を

も
た
ら
し
、
人
は
増
え
て
龍
を
招
き
、
子
孫
は
栄
え
万
代
ま
で
も
富
貴
と

　

な
る
。
五
穀
豊
穣
に
し
て
、
六
畜
は
繁
殖
し
、
四
季
に
災
い
な
く
、
八
節
に
慶
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ぴ
あ
り
。
敷
地
に
は
土
地
公
が
い
て
土
地
を
管
理
し
、
外
か
ら
邪
悪
な
も
の
が

　
　
入

る
の
を
許
さ
な
い
。
も
し
、
不
明
の
こ
と
が
あ
れ
ぽ
武
夷
王
が
解
決
す
る
。

　
　
購
入
者
に
は
関
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
に
証
拠
と
し
て
地
契
碑
を
書
き
祭
壇
の
下

　
　
に
置
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
見
神
　
李
定
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
壇
神
　
張
堅
固

　
　
　
　
天
運
民

国
癸
亥
年
拾
月
八
日
　
　
　
　
　
　
立
地
契
碑
尽
根
字
人
武
夷
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
書
人
　
毛
筆
成

　

こ
の
契
約
書
は
一
区
画
の
敷
地
の
陰
界
の
所
有
者
ー
地
基
主
と
陽
界
の
所
有
者
－

人
間
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
武
夷
王
が
こ
の
契
約
に
立
ち
会
い
、

土
地
が
こ

れ
以
後
は
人
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
盤
古
武
夷

王

と
は
、
神
話
の
天
地
開
闘
の
折
、
土
地
を
管
理
す
る
こ
と
を
ま
か
さ
れ
た
神
で
あ

り
、
全
て
の
地
基
主
を
統
轄
す
る
存
在
で
あ
る
。
張
堅
固
、
李
定
度
も
地
基
主
の
一

種
で
あ
り
、
土
地
の
広
さ
を
測
る
な
ど
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
「
青
龍
」
「
白
虎
」

「
朱
雀
」
「
玄
武
」
「
鈎
陳
」
「
呈
蛇
」
と
守
る
べ
き
場
所
は
五
行
説
に
基
づ
い
て
述

べ

ら
れ
て
い
る
。
「
山
神
土
地
」
と
は
、
土
地
公
の
別
称
で
あ
る
。
土
地
公
と
地
基

主

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
を
得
て
い
な
い
。
こ
の
契
約
書
が
陰
陽
両
世

界
に

ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
文
字
が
一
行
ず
つ
逆
さ
ま
に
書
か
れ
る
事
に

表
れ
て

い

る
。
陰
陽
に
ま
た
が
る
契
約
に
よ
っ
て
土
地
は
生
き
た
人
の
住
む
場
と
な

る
の
で
あ
る
。
∧
地
契
碑
∨
、
〈
翻
神
土
∨
、
〈
種
仔
米
V
は
∧
大
謝
土
〉
に
の
み

あ
る
た
め
、
ふ
つ
う
の
家
屋
に
は
〈
地
契
傳
〉
が
な
い
事
が
多
い
が
、
あ
る
場
合
に

は
∧
庁
V
の
祭
壇
の
下
に
置
か
れ
る
。
た
と
え
∧
地
契
碑
V
自
体
が
な
く
と
も
、
謝

土
の

儀
礼
を
行
っ
た
事
は
、
〈
地
基
主
V
に
行
う
べ
き
支
払
を
済
ま
せ
た
と
解
釈
さ

れ

る
。
そ
し
て
一
度
∧
謝
土
∨
を
行
え
ば
、
そ
れ
以
降
∧
地
基
主
〉
を
特
に
祭
る
必

要
は

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
②
　
地
　
基
　
主

　
く
地
基
主
∨
は
謝
土
儀
礼
に
お

い
て

は
、
重
要
な
祭
祀
対
象
と
な
る
が
、
謝
土
儀

礼
が
終
わ
れ
ば
人
々
は
く
地
基
主
V
に
注
意
を
払
う
事
は
な
く
な
る
。
地
基
主
の
性

格
に

つ
い
て

も
、
祭
祀
方
法
に
つ
い
て
も
、
人
々
の
認
識
は
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
。

〈
地
基
主

V
は

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
個
性
を
も
っ
て
は
語
ら
れ
な
い
。

　
謝
土
儀
礼
を
行
っ
た
〈
法
師
〉
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
地
に
各
々
異

な
る
∧
地
基
主
〉
が
お
り
、
こ
れ
ら
を
統
轄
す
る
の
が
盤
古
武
夷
王
で
あ
る
。
∧
地

基
主
∨
は

地
上
界
に

い

る
と
さ
れ
る
。
〈
法
師
∨
も
く
地
基
主
∨
が
も
と
は
人
で
あ

っ

た

こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
地
基
主
V
は
既
に
神
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
人
が
く
地
基
主
V
に
贈
る
紙
銭
は
、
死
老
に
対
す
る
∧
銀
紙
V
で
は
な

く
、
∧
金
紙
V
で
あ
る
と
こ
の
謝
土
儀
礼
を
行
っ
た
〈
法
師
〉
は
説
明
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
〈
法
師
V
に
よ
っ
て
は
、
〈
地
基
主
〉
に
対
し
て
∧
金
紙
V
と
∧
銀

紙
〉
を

捧
げ
る
べ
き
と
す
る
者
も
い
る
。
ま
た
、
一
般
の
人
々
の
く
地
基
主
V
の
認

識

は
、
「
死
者
」
と
し
て
の
色
合
い
が
濃
い
。
地
基
主
は
こ
の
土
地
の
元
の
持
ち
主

で

あ
り
、
陰
間
に
い
る
と
す
る
。
紙
銭
も
く
金
紙
V
と
〈
銀
紙
V
の
両
方
を
贈
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
者
が
多
い
。

　
∧
謝
土

V
を

行
っ
た
者
は
∧
地
基
主
〉
に
対
し
て
そ
の
土
地
に
住
む
た
め
の
支
払

を

済

ま
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
契
約
は
∧
地
基
主
V
の
総
裁
で
あ
る
武
夷
王
が
保
証

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
そ
の
土
地
は
人
の
土
地
と
な
り
、
災
い
の
な
い
こ
と
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が
契
約
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
謝
土
∨
を
行
わ
ず
に
そ
の
場
所
に
住

む

こ
と
は
、
∧
地
基
主
V
の
怒
り
を
招
き
、
不
幸
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
祖
先
以
外
の
人
が
持
ち
主
で
あ
っ
た
土
地
に
建
造
物
を
建
て
る
の
で
あ

れ

ぽ
、
陰
界
所
有
者
に
支
払
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
祖
先
伝
来
の

土
地
で
あ
っ
て
も
、
祖
先
が
居
住
す
る
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

祖
先
が
謝
土
を

し
た
か
、
そ
れ
が
充
分
で
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
土
を
動
か
し

た
際

に

は
、
毎
回
謝
土
を
行
い
、
改
め
て
地
基
主
と
契
約
を
結
び
、
邪
悪
な
も
の
を

追
い
払

い
、
以
後
の
安
泰
を
願
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
∧
謝
土
V
は
出
費
が
か
さ
む
た
め
行
わ
な
い
家
も
あ
る
。
こ
う
し
た
場

合
に

は
、
大
晦
日
や
中
元
節
に
各
家
で
く
地
基
主
V
を
祭
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

佳
椿
林

内
で
も
家
々
に
よ
っ
て
祭
祀
の
場
と
紙
銭
が
一
定
し
な
い
。
あ
る
家
で
は

∧
庁
∨
で
く
地
基
主

V
を

祭
っ
て
〈
金
紙
〉
を
上
げ
る
。
ま
た
、
あ
る
家
で
は
屋
外

に
供
物
を

置
い
て
屋
内
に
向
か
っ
て
祭
祀
を
行
い
∧
金
紙
〉
と
∧
銀
紙
V
を
上
げ
る
。

前
者
の

∧
地
基
主
〉
は

「
神
」
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
ち
、
後
者
は
く
鬼
V
と

神
の
両
義
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
謝
土
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
毎
月
一
六
日
に
〈
鬼
〉
を
祭
る
べ
き
と
も

さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
〈
地
基
主
V
で
は
な
く
＜
鬼
〉
を
祭
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い

て

は
、
一
般
の
人
も
宗
教
的
職
能
者
も
説
明
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
地
基
主
自
身

も
元
は
∧
鬼
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
に
関
わ
る
超
自
然
的
存
在
と
八
鬼
V
と
の

密
接
な

関
係
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
〈
謝
土
V
も
行
わ
ず
、
〈
地
基
主
V
も
祭
祀
し
な
い
家
も
あ
る
。
彼
ら
は

「
祖
先
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
か
ら
」
あ
る
い
は
「
一
度
祭
る
と
ず
っ
と
祭
ら
な
く

て

は

な
ら
な
い
か
ら
L
と
言
う
。
こ
う
し
た
家
も
少
な
く
な
い
が
、
近
年
は
新
築
が

行
わ
れ
れ
ぽ
〈
謝
土
〉
を
し
て
い
る
率
が
高
く
、
∧
謝
土
V
を
行
わ
な
い
例
は
経
済

的

理
由
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。

　
∧
地
基
主
〉
を

祭
祀
す
る
単
位
に
つ
い
て
み
る
と
、
佳
椿
林
に
お
い
て
は
〈
庁
〉

を

共
有
す
る
家
族
を
単
位
と
し
て
い
る
。
家
屋
の
謝
土
が
行
わ
れ
る
の
は
、
〈
庁
V

を

含
む
部
分
が
建
造
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
は
再
建
で
あ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。

性 格

以前の地主の死霊

世帯の土地公・鬼

鬼の一種

屋敷神・鬼的存在

前住者の霊

祭祀単位

庁の祭祀単位

世帯

表3　地基主

名　1祭祀場所1紙　　銭地

世帯

銀紙or金紙

銀紙

銀紙

銀紙

庁or屋外

台所

屋外

屋外

台南・佳椿林

台北・MS．

宜蘭・亀山島

苗栗・五湖村

彰化・旧社村

し
か
し
、
単
な
る
増
築
や
家
畜
小
屋
な
ど
の
新
築
に

は
∧
謝

土
V
は
行
わ
れ

な
い
。
∧
謝
土
V
を
行
わ
な

い
場
合
に

な
さ
れ
る
、
年
末
の
地
基
主
の
祭
祀
や
毎

月
一
六
日
の
く
鬼
V
の
祭
祀
も
く
庁
V
ご
と
に
行
わ

れ

る
。
佳
椿
林
に
お
い
て
は
く
地
基
主
V
の
祭
祀
単

位

は
、
〈
庁
〉
の
祭
祀
単
位
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
次
に
他
地
域
の

∧
地
基
主

V
の
祭
祀

と
の
比
較
を

し
て
み
よ
う
。
他
地
域
で
は
〈
地
基
主
〉
に
つ
い
て

は
、
本
格
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
断
片
的

記

述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

く
地
基
主

V
へ
の
認
識
や
祭
祀
方
法
の
多
様
性
を
指

摘
す

る
に
は
充
分
で
あ
る
。
（
表
3
）

　
　
　
台
北
縣
樹
林
鎮
］
≦
o
ロ
暮
巴
ロ
切
茸
0
2
に
お
い

　
　
て

は
、
〈
地
基
主
V
は
台
所
の
門
口
や
台
所
内

　
　
部
で
大
晦

日
に
祭
祀
さ
れ
る
。
∧
地
基
主
〉
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
95

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
両
義
的
な
霊
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
家
屋
内
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で

祭
祀
さ
れ
る
が
、
〈
庁
V
に
お
い
て
で
は
な
い
。
紙
銭
は
〈
銀
紙
V
で
あ
り
、

∧
金
紙
〉
は

用
い
な
い
。
そ
の
性
格
は
世
帯
の
∧
土
地
公
〉
と
し
て
、
あ
る
い

は

∧

鬼
〉
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
〈
地
基
主
V
は
家
の
地
主
で
あ
り
、
大
晦
日

に
捧

げ
ら
れ
る
供
物
は
借
地
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
∧
地
基
主
〉
の
祭
祀
は

世
帯
毎
に
行
わ
れ
る
。
（
間
国
己
O
＝
弓
妻
＞
Z
O
一
九
七
四
　
一
一
四
）

　
宜
蘭
縣
亀
山
島
で
は
、
∧
地
基
主
〉
は
そ
の
家
に
他
の
男
系
親
族
が
住
ん
で

い
た

こ
と
の
あ
る
も
の
が
祭
祀
す
る
。
現
在
の
住
人
の
男
系
的
祖
先
が
建
て
た

家
に
は
∧
地
基
主
V
は
い
な
い
。
〈
地
基
主
V
は
〈
鬼
〉
の
一
種
で
あ
り
、
そ

の

家
で
死
ん

で
そ
の

霊
は

ま
だ
敷
地
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
毎
月

一
日
と
一
五
日
に
、
屋
外
で
祭
祀
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
子
ど
も
が
病

気
に

な
っ
た
り
、
他
の
不
幸
が
家
族
に
起
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
∧
地
基

主
〉
は

ふ

つ
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
〈
地
基
主
〉
と

さ
れ
る
霊
が
個
人
名
を
持
っ
て
特
定
の
個
人
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（綱
》
Z
O
一
九
七
四
　
一
八
八
－
一
八
九
）

　
苗
栗
縣
西
湖
郷
五
湖
村
で
は
、
∧
地
基
主
V
は
屋
敷
神
と
さ
れ
、
∧
鬼
V
に

近
い
存
在
で
あ
る
。
〈
地
基
主
〉
へ
の
供
え
物
は
死
後
間
も
な
い
霊
に
供
え
る

よ
う
な
煮
炊
き
し
た
も
の
で
あ
り
、
紙
銭
も
∧
銀
紙
∨
で
あ
る
。
∧
地
基
主
〉

は
そ
の

屋
敷
の
以
前
の
所
有
者
で
、
祀
つ
る
子
孫
の
な
い
孤
魂
で
あ
る
。
（
末

成

一
九
九
〇

二
〇
九
）

　
台
湾
中
部
彰
化
縣
社
頭
郷
旧
社
村
に
お
い
て
は
、
各
屋
敷
は
「
内
底
」
と
い

わ

れ
、
そ
こ
に
住
む
世
帯
は
共
同
し
て
祖
先
を
祭
祀
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

〈
地
基
主

V
は
各
世
帯
を

単
位

と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
。
∧
地
基
主
V
は
家
屋
敷

　
　
の
超
自
然
的
な
主
で
あ
り
、
前
住
者
の
霊
と
さ
れ
る
。
大
晦
日
に
各
世
帯
の
炊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
6

　
　
事
場
に
近
い

裏
庭
で
∧
銀
紙
V
を
燃
や
し
て
祀
つ
ら
れ
る
。
（
末
成
　
一
九
八
　
3

　
　
三
　
二
八
三
－
二
八
四
）

　

こ
の
よ
う
に
八
地
基
主
〉
の
性
格
に
は
偏
差
が
み
ら
れ
る
が
、
死
霊
と
神
の
両
義

的
性

格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
敷
地
に
残
っ
て
い
る
前
住
者
の

死
霊

は
、
陰
界
に
お
い
て
そ
の
敷
地
の
所
有
権
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
住

む
人

間
が
支
払
を
す
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
借
地
料
」
と
な

る
か
、
「
買
断
」
（
買
い
取
り
）
で
あ
る
か
は
解
釈
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
　
「
鬼
」
的
神
と
領
域
の
神

　
〈
地
基
主
〉
の
特
徴
的
性
格
と
し
て
は
、
死
霊
と
神
の
両
義
性
、
一
定
領
域
の
管

轄
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
超
自
然
的
存
在
は
他
に
も
多
々
あ
る
が
、

こ
れ
ら
と
比
較
し
て
く
地
基
主
V
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
を
以
下
で

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

⇔
　
「
鬼
」
的
神

　

「
鬼
」
は
人
に
害
を
及
ぼ
す
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
性
格
を
変
化

さ
せ
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
鬼
」
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ソ
ヤ
ロ

「
神
」
へ
完
全
に
昇
化
し
た
存
在
と
し
て
は
、
∧
王
爺
〉
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
死
霊
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
濃
厚
に
残
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。
〈
地
基

主

V
と
比
較
す
る
た
め
に
「
鬼
」
的
神
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
超
自
然
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的
存
在
と
し
て
、
佳
椿
林
一
帯
で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
マ
ソ
ジ
エ
ヌ
コ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
イ
ソ
コ
ソ

　
〈
萬
善
公
〉
あ
る
い
は
∧
有
応
公
∨
と
呼
ぽ
れ
る
も
の
は
、
「
鬼
」
の
内
で
特
に

威
力
の
あ
る
者
が
祠
を
作
っ
て
祭
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
鬼
」
が
こ
の
世
の
誰
か

に
災
い
を

も
た
ら
し
、
そ
の
人
は
不
幸
の
説
明
を
求
め
て
宗
教
的
職
能
者
を
尋
ね
る
。

そ

こ
で
、
「
鬼
」
が
自
分
の
た
め
に
祠
の
建
設
を
求
め
て
災
い
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
祠
が
建
て
ら
れ
、
石
な
ど
に
〈
萬
善
公
V
あ
る
い
は
∧
有
応

公
〉

と
刻
ま
れ
、
こ
れ
が
祭
祀
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
死
霊
の
姓
を
と
っ
て

「
陳
元
帥
」
「
陸
元
帥
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
神
と
し
て

祭
祀

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
経
過
は
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
鬼
」
は
神
と

な

り
、
求
財
、
病
気
平
癒
が
祈
願
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
神
は
賭
博
に
効
き
目

　
　
　
　
（
3
5
）

が

あ
る
と
さ
れ
、
近
年
流
行
し
た
宝
く
じ
的
賭
博
（
大
家
楽
、
六
合
彩
）
に
際
し
て
、

こ
の
神
に
祈
願
す
る
こ
と
が
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
は
「
正
神
」
と
い
わ

れ

る
神
々
と
は
異
な
る
。
ま
ず
、
神
像
は
な
く
、
石
に
文
字
が
彫
ら
れ
た
の
み
で
あ

る
。
ま
た
、
神
に
通
常
あ
げ
ら
れ
る
紙
銭
ー
〈
金
紙
〉
の
み
な
ら
ず
、
死
者
に
対
す

る
紙
銭
－
〈
銀
紙
V
も
燃
や
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
死
者
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で

（3
6
）

あ
る
。

　
ま
た
、
〈
小
神
∨
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
は
、
子
孫
の
い
な
い
死
霊
が
「
神
」
に
な
る

こ
と
（
成
神
）
を
望
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
多
く
は
未
婚
で
死
亡
し
た
女
性
の
霊
で
あ

る
。
こ
う
し
た
女
性
の
い
る
家
族
、
あ
る
い
は
親
戚
に
不
幸
が
絶
え
な
い
際
に
、
宗

教
的
職
能
者
に
そ
の

原
因
を

尋
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
ぽ
れ
ぬ
死
霊
の
成
神
の
希

望
が
伝
え
ら
れ
る
。
神
像
が
作
ら
れ
そ
の
死
霊
が
神
霊
と
し
て
込
め
ら
れ
る
。
成
神

し
た
神
は
、
生
前
の
姓
を
と
っ
て
「
○
小
娘
」
「
○
夫
人
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
こ

の

神
は
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
〈
童
乱
〉
が
死
者
の
口
寄
せ
を
し
、
死
者
と
生
者
の
媒

介
者
と
な
る
。

　
佳
熔
林
一
帯
で
は
以
上
の
二
種
類
の
神
は
し
ぽ
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

他
地
域
に

は
次
の

よ
う
な
異
常
死
を
し
た
神
が
見
ら
れ
る
。
台
北
縣
三
峡
鎮
に
お
い

て

報
告

さ
れ
て
い
る
く
姑
娘
廟
V
（
司
○
↑
ウ
一
九
七
四
　
一
四
九
ー
一
五
〇
）
は

未
婚
女
性
の
骨
を
納
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
等
の
集
合
的
霊
魂
は
売
春
婦
の
信

仰
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、
械
闘
で
死
亡
し
た
者
を
祭
る
も
の
と
し
て
∧
義
民
廟
V

が

あ
る
。
こ
れ
は
本
来
異
常
死
と
さ
れ
る
戦
死
を
し
た
者
が
、
そ
の
集
団
の
英
雄
と

し
て
祭
ら
れ
、
異
常
死
が
昇
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
異
常
死
を
し
た
霊
は
、
神
に
昇
化
し
て
も
神
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で

は

劣
位
の
神
と
さ
れ
、
「
正
神
」
と
は
な
ら
ず
、
死
者
と
し
て
の
性
格
を
完
全
に
は

払
拭

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
売
春
婦
や
博
徒
の
信
仰
を
集
め
る
な
ど
、
「
周
縁
性
」

を

も
つ
神
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
鬼
」
か
ら
「
神
」
へ
の
変
身
は
、
「
鬼
」

の

可
変
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
こ
う
し
た
神
が
死
の
世
界
に
か
か
わ
り
、
冥
界

と
こ
の
世
の
媒
介
者
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
〈
地
基
主
〉
は

こ
う
し
た
存
在
よ
り
も
「
神
」
と
し
て
の
性
格
は
薄
い
。
不
特
定

多
数
の
崇
拝
を
う
け
る
こ
と
も
な
く
、
陰
界
の
土
地
の
所
有
者
と
し
て
、
死
者
の
性

格
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
る
。

⇔
　
土
地
の
神
々

　
〈
地
基
主

V
が

土
地
に

か
か
わ

る
死
霊
と
さ
れ
る
背
後
に
は
、
「
霊
は
死
ん
だ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

所
に
残

る
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
土
地
は
人
の
霊
の
住
む
場
所
で
あ
る
。
そ
し
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て

そ
の

土
地
を

管
理
す

る
神
は
死
の
世
界
と
の
関
連
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
〈
地
基

主

V
は
建
造
物
の

あ
る
敷
地
の
陰
界
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
他
の
土
地
の
神
と
い
か

な
る
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
漢
民
族
の
民
間
の
認
識
で
は
、

神
の
世
界
に
お
い
て
も
こ
の
世
の
行
政
組
織
と
擬
似
的
な
土
地
神
の
管
轄
範
囲
が
あ

る
。
以
下
は
佳
椿
林
一
帯
の
一
般
の
人
々
の
認
識
に
そ
っ
て
述
べ
た
い
。

　
①

城

陛
爺
く
境
主
公
V

　
土
地
の

神
の
う
ち
、
陽
間
の
行
政
組
織
と
対
応
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
城
陣
爺
で
あ
る
。
城
陛
爺
と
は
都
市
の
守
護
神
で
あ
り
、
陰
陽
の
両
世
界
の
神

で

あ
る
。
唐
代
か
ら
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、
明
清
代
に
は
城
陸
爺
を
国
家
に

お

い
て

祭

る
こ
と
に
な
っ
た
。
州
城
陛
、
府
城
陣
、
都
城
陛
、
天
下
都
城
陛
（
全
国
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
い
う
よ
う
に
地
方
行
政
組
織
と
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
城
陛
爺
と
行
政
組
織

は

必
ず

し
も
全
て
が
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
官
制
の
神
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
城
陛
爺
の
神
像
は
官
服
を
ま
と
い
威
厳
に
満
ち
て
い
る
。

　
台
湾
に
お
け
る
城
阻
爺
に
つ
い
て
鈴
木
清
一
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
城
陛
爺
は
台
湾
に
お
い
て
人
々
の
最
も
畏
れ
敬
う
神
で
あ
る
。
地
方
官
は
現

　
　
世
の
陽
間
を
支
配
す
る
「
陽
官
」
で
あ
り
、
城
陛
爺
は
専
ら
陰
間
を
支
配
し
、

　
　
来
世
も
支
配
す
る
「
陰
官
」
と
さ
れ
る
。
城
陛
爺
は
現
世
か
ら
来
世
に
い
た
る

　
　
人
事
の
全
て
を
処
理
す
る
。
か
つ
て
は
陽
官
は
判
断
に
困
る
こ
と
が
お
こ
る
と
、

　
　
城
陛
廟
に
行
っ
て
寝
て
、
夢
で
城
陛
爺
の
判
断
を
う
か
が
っ
た
。
城
陛
爺
は
民

　
　
衆
の
生
活
を
も
統
轄
し
て
い
る
。
城
陛
爺
は
陰
陽
司
、
速
達
司
、
将
軍
な
ど
を

　
　
派
遣

し
て
、
陰
間
と
陽
間
を
巡
回
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
悪
事
を
行
う
者
に
陰

　
　
罰
を
加
え
、
病
気
に
し
た
り
、
貧
困
に
陥
れ
た
り
、
生
命
を
奪
う
こ
と
も
あ
る
。

　
　
城
陛
爺
は
も
と
は
人
で
あ
り
、
死
後
、
城
陛
爺
の
登
用
試
験
を
受
け
て
神
と
な
っ

　
　
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
水
死
し
て
三
年
間
、
「
鬼
」
と
な
っ
て
い
た
者
も

　
　
資
格
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
が
成
仏
す
る
た
め
に
替
わ
り
の
人
を
水
に
引
き
入

　
　
れ

な
か
っ
た
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
徳
の
人
、
あ
る
い
は
生
前
に

　
　
学

問
教
養
が
あ
っ
て
邪
悪
な
行
為
の
な
か
っ
た
者
が
資
格
を
持
つ
。
（
鈴
木

　
　
一
九
三
四
　
四
〇
三
ー
四
〇
八
）

　
台
湾
で
は
清
朝
時
代
に
縣
城
と
な
っ
た
街
や
発
展
し
て
い
た
鎮
の
街
に
は
城
陛
廟

が

見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
城
陛
爺
が
独
自
に
廟
を
持
た
な
い
場
合
も
、
街
の
中
心
的

廟
に
陪
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
城
陸
爺
に
つ
い
て
の
人
々
の
認
識

は
、
「
役
人
み
た
い
な
も
の
」
「
縣
長
や
郷
長
み
た
い
で
そ
の
場
所
の
責
任
者
」
と
い

っ

た
も
の
で
あ
る
。

　
A
郷
で
は
郷
の
中
心
地
の
街
の
〈
大
廟
〉
に
〈
城
陛
爺
V
が
祭
ら
れ
、
一
般
に
は

　
キ
イ
ン
ヅ
ウ
コ
ソ

∧
境
生
公
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
神
は
街
の
一
区
画
の
住
民
の
守
護
神
と
し
て

の

性
格
も
持
つ
と
同
時
に
、
A
郷
一
帯
の
人
々
を
統
轄
す
る
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い

る
。
佳
椿
林
付
近
で
は
日
常
的
に
熱
心
な
信
仰
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
城
陛

爺
と
陰
間
の
か
か
わ
り
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
人
の
死
後
の
行
く
末
を
決
め
る
神
で

あ
る
と
さ
れ
、
人
は
死
後
に
は
管
轄
し
て
い
る
城
陸
爺
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
死
後

の

あ
り
方
が
城
阻
爺
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
城
陛
爺
は
陰
陽
両
面
を
統
轄
す
る
存
在
で
あ
り
、
管
轄
す
る
範
囲
を
も
っ
て
い
る
。

そ

の

性
格

は
、
死
者
、
特
に
く
鬼
V
が
神
に
昇
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
土
地
の
神
が

陰
陽
に
か
か
わ
る
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
②

〈
土
地
公

V

398
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〈
土
地
公

V
は
正
式
に
は
「
福
徳
正
神
」
と
い
わ
れ
、
台
湾
の
民
間
に
お
い
て
最

も
親
し
ま
れ
て
い
る
神
で
あ
る
。
土
地
の
神
と
し
て
田
畑
、
道
路
、
墓
を
そ
の
統
轄

下
に
置

く
だ
け
で
は
な
く
、
財
神
と
し
て
の
役
割
も
も
ち
、
農
業
や
商
業
の
従
事
者

か

ら
厚
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
神
の
像
は
白
い
髭
を
生
や
し
、
平
服
で
穏
や

か
な

顔
を

し
た
老
人
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
公
は
土
地
神
と
し
て
一
定
の
範
囲

の

地
域
を

管
轄

し
て
い
る
が
、
そ
の
範
囲
は
城
陛
爺
よ
り
も
狭
い
と
さ
れ
、
土
地
公

を

城
陛
爺
の
配
下
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
土
地
公
の
祭
祀
形
態
も
地
域
に
よ
っ
て
異

な
る
。
南
投
縣
草
屯
鎮
で
は
土
地
公
が
独
自
に
廟
を
持
ち
、
集
落
の
神
と
な
っ
て
い

る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
（
林
　
一
九
八
七
）
し
か
し
、
佳
椿
林
一
帯
で
は
、
土
地

公
が
独
自
の
廟
を
持
つ
こ
と
も
少
な
く
、
地
縁
組
織
の
神
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

田
畑
の
中
な
ど
に
建
て
ら
れ
た
土
地
公
廟
は
私
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、

信
仰
者
が
求
財
や
除
厄
の
た
め
に
祭
祀
し
て
い
る
。
前
述
の
賭
博
に
際
し
て
も
く
土

地
公

V
に
祈

る
老
も
多
い
。
佳
椿
林
を
は
じ
め
と
し
て
台
南
一
帯
の
村
々
で
は
、
土

地
公
は
村
の

廟
に
陪
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
土
地
公
は
元
は

人
で

あ
り
、
陰
徳
を
積
ん
だ
者
が
死
後
、
土
地
公
と
な
る
の
で
あ

り
、
〈
鬼
V
の
昇
化
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
土
地
公

は
、
陰
陽
に
ま
た
が
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
「
鬼
」
を
統
轄
す
る
と
さ

れ
て

い

る
。
こ
の
た
め
、
「
鬼
」
の
祭
祀
の
際
に
は
、
必
ず
く
土
地
公
V
に
対
し
て

く
金
紙

V
が

上
げ
ら
れ
、
祭
祀
の
際
の
唱
え
ご
と
ー
∧
土
地
公
V
の
統
轄
の
下
で
、

「
鬼
」
に
供
物
が
上
げ
ら
れ
る
こ
と
ー
が
述
べ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
∧
好
兄
弟
V

の

祭
祀
で
は
次
の
よ
う
に
唱
え
言
を
す
る
。
「
契
請
山
神
土
地
倣
主
、
衆
好
兄
弟
、

陽
民
○
○
○
○

（
祭
祀
す

る
老
の
名
前
）
、
住
趾
△
△
△
△
、
今
日
○
月
○
日
、
敬

備
×
×
×
×
（
供
物
の
内
容
）
、
紙
料
来
奉
敬
、
請
休
来
受
納
。
請
庇
祐
陽
民
○
○

○

○
、
家
内
平
安
大
嫌
銭
」
。
こ
の
意
味
は
、
「
∧
土
地
公
〉
に
主
宰
し
て
も
ら
い
、

∧
好

兄
弟
V
に
対
し
て
、
陽
界
△
△
△
△
に
い
る
○
○
○
○
が
供
物
と
紙
銭
を
捧
げ

ま
す
。
ど
う
ぞ
い
ら
し
て
お
受
取
下
さ
い
。
○
○
○
○
を
庇
護
下
さ
り
、
家
内
安
全

で
お
金
が

儲
か
り
ま
す
よ
う
に
」
で
あ
る
。
〈
土
地
公
V
が
主
宰
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
〈
鬼
V
の
祭
祀
に
だ
け
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
祖
先
祭
祀
に
は
く
土
地
公
V

に
対
す

る
供
物
は
な
く
、
土
地
公
は
祖
先
に
は
関
与
し
な
い
。
祖
先
祭
祀
の
際
の
唱

え
言
は
「
奉
請
老
祖
公
老
祖
嬬
、
祖
公
祖
婿
、
阿
公
阿
婚
、
父
母
、
列
位
衆
公
婆
、

今
日
○
月
○
日
、
備
桝
×
×
×
×
紙
銀
来
奉
敬
。
保
庇
家
内
大
小
、
家
内
平
安
大
嫌

銭
」
と
な
り
、
〈
土
地
公
V
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。

　
祖
先
は
位
牌
が

あ
っ
て
家
屋
内
で
祭
祀
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
鬼
」
は
そ
の
存

在
を

示
す
像
な
ど
は
な
く
、
屋
外
に
い
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
屋
外
で
祭
祀
さ
れ
る
。

鬼
は
屋
外
の
霊
と
し
て
、
〈
土
地
公
〉
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
土
地
公
は

自
分
の
管
轄
地
域
の
「
鬼
」
が
い
か
な
る
霊
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
る
か
を
把
握
し
て
い
る
と
人
々
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
鬼
」
が

人
に
災
い
を

も
た
ら
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ぽ
、
人
々
は
宗
教
的
職
能
者
に
依
頼
し

て

く
土
地
公

V
を
呼

び

出
し
、
ど
の
「
鬼
」
が
災
い
を
ふ
り
か
け
て
い
る
の
か
を
調

べ
て

も
ら
い
、
災
い
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
∧
土
地
公
∨
に
仲
介
を
頼
む
。
こ
う
し

た

「
鬼
」
を
宥
め
る
儀
礼
で
は
、
〈
金
紙
V
と
∧
銀
紙
V
の
二
種
の
紙
銭
が
焼
か
れ

る
。
〈
金
紙
V
は
土
地
公
に
対
す
る
「
仲
介
料
」
で
あ
り
、
〈
銀
紙
〉
は
崇
っ
て
い
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る
「
鬼
」
に
対
し
て
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
台
湾
に
お
い
て
最
も
人
気
の
あ
る
神
は
、
陰
陽
の
世
界
を
つ
な
ぐ
、

特
に
「
鬼
」
と
人
と
の
関
係
を
と
り
も
つ
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
土
地
の
管
理

者

と
陰
陽
の
媒
介
者
の
重
複
は
こ
こ
に
も
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

③
〈
五
営
兵
V

　
佳
椿
林
一
帯
の
村
々
で
は
、
家
屋
の
あ
る
範
囲
の
東
西
南
北
・
中
央
の
五
箇
所
に

　
ゴ
イ
　
ア

〈
五
営
〉
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
祠
が
あ
る
。
こ
れ
は
村
に
邪
悪
な
も
の
が
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
守
備
を
す
る
神
の
兵
の
兵
営
で
あ
り
、
そ
の
兵
は
村
廟
の
神
が
派
遣
し

た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
将
軍
」
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

祠
の

中
に
は
竹
に
符
を
書
い
た
竹
符
が
置
か
れ
、
派
遣
さ
れ
た
兵
力
の
内
容
を
書
い

た
営
旗
が

建
て
ら
れ
る
。
∧
五
営
∨
以
外
に
玉
皇
上
帝
の
兵
が
派
遣
さ
れ
た
∧
天

営

〉
が
廟
の
前
に
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
形
態
や
祭
祀
さ
れ
る
機
会
は
∧
五
営
V
と

同
様
で
あ
る
。
営
旗
に
書
か
れ
た
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

中北西天南東名
営営営営営営称

旗
の
色

青赤黄白黒黄

将
軍

張
公
聖
者

粛
公
聖
者

南
天
大
聖

劉
公
聖
者

連
公
聖
者

都
天
李
元
帥

兵
の
内
容

九
夷
軍
九
肝
軍
馬
九
萬
人

八
闘
軍
八
肝
軍
馬
八
萬
人

柴
　
軍
柴
肝
軍
馬
柴
萬
人

六
戎
軍
六
肝
軍
馬
六
萬
人

五
秋
軍
五
肝
軍
馬

五
萬
人

三
秦
軍
三
肝
軍
馬

三
萬
人

　

こ
れ
ら
の
兵
は
∧
陰
間
V
に
い
る
「
鬼
」
が
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
五
営
兵
は
神

と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
鬼
」
が
人
の
た
め
に
働
く
存
在
と
し
て
現
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
五
営
兵
を

祭
祀
す

る
儀
礼
と
し
て
、
〈
賞
兵
∨
が
あ
る
。
佳
椿
林
で
は
、
現
在
で

は

月
に
一
回
行
わ
れ
、
廟
の
前
の
広
場
に
各
家
か
ら
供
物
を
持
ち
寄
っ
て
兵
を
労
う

儀
礼
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
際
、
供
物
は
篭
な
ど
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

供
物

台
と
し
て
の
テ
ー
ブ
ル
は
用
意
さ
れ
ず
地
面
に
置
か
れ
る
。
兵
に
対
し
て
は

く
銀
紙

V
と
く
甲
馬
吊
V
が
焼
か
れ
る
。
〈
甲
馬
昏
V
は
、
甲
胃
、
武
器
、
馬
が
描

か
れ
た
紙
銭
で
あ
り
、
∧
賞
兵
V
に
専
門
的
に
使
わ
れ
る
。

　
〈
五
営
兵
〉
の
守
護
者
と
し
て
の
性
格
は
、
〈
鬼
月
V
に
際
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

〈
鬼
月
V
に
は
「
鬼
」
が
村
内
に
入
っ
て
き
て
、
人
々
か
ら
祭
祀
を
う
け
供
物
を
捧

げ
ら
れ
る
。
通
常
は
軍
営
に
あ
る
兵
が
邪
悪
な
も
の
が
村
に
入
る
こ
と
を
防
い
で
い

る
。
こ
の
た
め
六
月
末
に
は
〈
収
兵
〉
と
い
わ
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
、
五
営
旗
を
廟

内
に
入
れ
、
五
方
の
兵
が
廟
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
鬼
」

は
人
の

生
活
世
界
に
自
由
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
∧
鬼
月
V
が
終
わ
り
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

月
に
な
れ
ば
、
再
び
∧
放
兵
V
を
し
て
五
営
兵
が
再
び
村
を
守
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
土
地
の
神
や
土
地
を
守
護
す
る
超
自
然
的
存
在
は
管
轄
す
る
地

域
を

も
っ
て
い
る
。
城
陛
爺
は
縣
、
郷
鎮
を
統
轄
し
、
そ
の
下
部
に
は
く
土
地
公
∨

が

お

り
、
さ
ら
に
村
は
〈
五
営
兵
〉
が
守
る
。
〈
地
基
主
〉
と
は
そ
の
内
部
の
屋
敷

地
や
廟
の
土
地
の
霊
的
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
領
域
の
神
々
は
、
そ
の
前

身
は
く
鬼
V
で
あ
り
、
城
陛
爺
や
土
地
公
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
陰
陽
を
つ
な
ぐ
存
在

で
あ
る
。
領
域
の
神
々
は
通
常
は
地
上
界
に
い
る
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、

「
地
」
は
陰
陽
の
接
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

400



台湾漢民族の死霊と土地

六
　
結
び

死
霊
と
「
地
」

　
漢
民
族
の

霊
魂
観
を

考
え

る
際
に
、
死
霊
1
「
鬼
」
の
性
格
が
多
く
の
意
味
を
含

ん

で
お

り
、
そ
の
可
変
的
で
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
性
格
が
「
鬼
」
と
他
の
超
自
然
的
存
在

と
の
関
係
や
、
人
と
超
自
然
的
世
界
と
の
関
わ
り
の
鍵
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
に
お

い
て

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
「
鬼
」
の
地
と
関
わ
る
部
分
に

焦
点
を

当
て
て
分
析
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

θ
　
「
鬼
」
の
可
変
的
性
格

　

「
鬼
」
の
可
変
的
性
格
に
関
し
て
は
、
既
に
先
行
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て

い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
に
関
す
る
超
自
然
的
存
在
も
「
鬼
」
の
変
型
で
あ
る
と

い

う
こ
と
が
で
き
る
。
鬼
は
祖
先
に
も
、
神
に
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

「

、
鬼
」
と
祖
先
と
の
差
異
は
、
冥
界
へ
の
参
入
の
正
統
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

冥
界
に
入

る
時
間
と
空
間
が
異
常
な
霊
は
「
鬼
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
人
は
祖
先
と

な
る
た
め
子
孫
を
得
て
い
る
「
時
」
と
く
庁
V
と
い
う
死
ぬ
「
場
」
を
得
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
し
か
ざ
る
も
の
ー
「
鬼
」
は
そ
れ
を
正
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
子

孫
の

な
い
者
に
死
後
養
子
や
冥
婚
が
必
要
で
あ
り
、
〈
庁
V
以
外
の
死
者
に
は
霊
の

特
別
の

供
養
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
鬼
」
は
祖
先
と
な
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　

「
鬼
」
と
神
の
差
異
は
、
神
が
玉
皇
上
帝
の
任
命
の
下
で
人
々
に
利
益
を
も
た
ら

す
の

に
対

し
て
、
「
鬼
」
は
神
の
体
系
の
外
に
あ
っ
て
、
人
に
危
害
を
加
え
る
存
在

と
さ
れ
て
き
た
。
祭
祀
対
象
が
神
で
あ
る
の
か
「
鬼
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
人

々

は
紙
銭
が
く
金
紙
V
で
あ
る
の
か
く
銀
紙
V
で
あ
る
の
か
で
見
分
け
る
。
し
か
し
、

「
鬼
」
は
神
に
も
転
換
し
う
る
。
神
々
に
は
か
つ
て
死
霊
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る

伝
承
や
祭
祀
方
法

を
残
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
「
地
」
に
関
わ
る
神
は
特
に
こ
れ

が

濃
厚
で
あ
る
。

⇔
　
「
鬼
」
の
世
界
と
人
の
世
界
の
交
信
の
秩
序
性

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
鬼
」
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
性
格
が

　
　
（
3
9
）

強
調
さ
れ
、
「
鬼
」
を
無
体
系
な
も
の
と
み
な
し
て
き
た
。
対
し
て
、
渡
邊
欣
雄
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
げ

　
　

「
鬼
は
元
来
変
化
を
予
定
さ
れ
た
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
…
…
コ

　
　
ス

モ

ス

の

世
界
に
編
入

さ
れ
ず
カ
オ
ス
の
世
界
の
性
質
そ
の
ま
ま
を
携
え
て
世

　
　
に
漂
う
こ
と
に
な
る
。
鬼
は
し
た
が
っ
て
、
相
対
的
視
野
で
捉
え
う
る
ア
ウ
ト

　
　
サ

イ
ダ
ー
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ア
ナ
ー
キ
カ
ル
な
存
在
で
あ
り
、

　
　
秩
序
に
飢

え
る
も
の
（
パ
ウ
パ
ー
）
と
し
て
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
は
な
い

　
　
か
」
。
（
渡
邊
　
一
九
八
八
　
六
七
）

　
渡
邊
は
、
コ
ス
モ
ス
の
世
界
の
源
郷
で
あ
る
カ
オ
ス
の
世
界
に
い
る
「
鬼
」
を
捉

　
　
　
へ
ん
げ

え
、
　
「
変
化
」
す
る
「
鬼
」
の
性
格
を
よ
り
明
確
化
し
た
。
し
か
し
、
鬼
日
の
祭
祀
、

「
鬼
」
と
土
地
の
神
と
の
関
連
を
み
れ
ぽ
「
鬼
」
は
決
し
て
混
沌
た
る
カ
オ
ス
の
世

界
に
漂
濠

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
鬼
」
は
カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス
の
世
界
に
編

入
す

る
。
カ
ォ
ス
に
い
る
「
鬼
」
は
コ
ス
モ
ス
の
神
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
、
人
は
こ

の

コ

ス

モ

ス

の

世
界
に
お

い
て

「
鬼
」
と
交
信
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
図
2
）
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生－
死

日
国

三官大帝

回

五営兵 土地公
陽 人 回

回 匡卜祖 先 回

1
1

冨．
　　　　　コ
　　　　圃

　　　　　：

　　神ぐ一→人

図2　地と死の世界

、

’

回

直接交信可能

回

　
　
　
天
上
界
↑
⊥
▼
地
上
界
小
ー
1
↓
▼
地
下
界

　

こ
う
し
た
人
と
「
鬼
」
と
の
交
信
に
は
、
必
ず
「
鬼
」
を
統
轄
す
る
超
自
然
的
存

在
が

登
場
す

る
。
〈
鬼
月
V
に
お
け
る
く
中
元
公
∨
や
く
大
士
爺
∨
の
役
割
が
こ
れ

に
当
た
る
。
特
に
く
鬼
月
∨
は
超
自
然
的
秩
序
が
平
時
と
は
転
換
す
る
。
し
か
し
、

そ

れ

は
無
秩
序
な
世
界
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
鬼
」
は
中
元
公
の
支
配
す
る

一
定
の
秩
序
の
な
か
で
陽
界
を
俳
徊
す
る
こ
と
に
な
る
。
∧
土
地
公
V
が
果
た
す
役

割
も
同
様
で
あ
り
、
「
鬼
」
の
動
静
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
鬼
」
は
人
に
と

っ

て

確
か
に
恐
れ

る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
人
に
は
鬼
と
安
心
し
て

交
信
で
き
る
体
系
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
を
行
う
超
自
然
的
存
在
も
特
定
さ
れ
て
い

る
。

⇔
「
鬼
」
と
地
の
神
の
関
連

　
人

と
「
鬼
」
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
く
中
元
公
V
（
地
官
大
帝
）

や
∧
土
地
公

V
は
、
「
地
」
に
関
わ
る
神
で
あ
る
。
ま
た
、
陽
間
の
人
の
来
世
を
決

め

る
神
と
し
て
の
城
陛
爺
も
領
域
の
神
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
々
は
土
地
の
神
で
あ

る
と
同
時
に
、
陰
陽
両
界
に
そ
の
役
割
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
地
に
関
わ
る
神
は
「
鬼
」
の
変
身
で
も
あ
る
。
城
陸
爺
と
〈
土
地
公
〉
は
、

以

前
は

「
鬼
」
で
あ
っ
た
も
の
が
神
に
昇
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

ま
た
、
五
営
兵
や
く
地
基
主
V
も
、
「
鬼
」
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
地
」
と
「
鬼
」
と
の
か
か
わ
り
は
、
人
々
が
「
地
府
」
と
「
陰
間
」

を

同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に
ま
さ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
陰
間
」
に
か

か
わ

る
神
も
、
陰
間
に
い
る
祖
先
と
人
と
を
つ
な
ぐ
役
割
は
持
た
な
い
。
同
じ
死
者

で

あ
っ
て
も
祖
先
に
対
し
て
は
人
は
直
接
的
祭
祀
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は

地
の

神
を
媒
介
と
し
て
、
こ
の
世
の
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
ー
「
鬼
」
と
の
交
渉
が

は

じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

「
鬼
」
が
〈
土
地
公
V
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
宗
教
的
職
能
者
だ
け
の
認
識

で
は
な

い
。
　
一
般
の
人
々
も
、
「
鬼
」
に
祭
祀
に
お
い
て
∧
土
地
公
〉
に
∧
金
紙
〉

を

捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
∧
土
地
公
V
の
存
在
を
再
確
認
し
て
い
く
。
ま

た
、
〈
亡
魂
V
を
宥
め
る
儀
礼
に
お
い
て
も
、
∧
土
地
公
V
に
贈
る
〈
金
紙
〉
が
あ

る
。
こ
う
し
た
儀
礼
に
よ
っ
て
、
「
鬼
」
に
関
わ
る
秩
序
に
つ
い
て
一
般
の
人
々
も

知
識
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。

4
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⑲

「
鬼
」
と
土
地
に
み
る
人
と
冥
界
と
の
か
か
わ
り

　
謝
土
儀
礼

は
、
「
地
」
が
冥
界
と
人
と
の
接
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
謝
土
儀
礼
は
建
物
の
あ
る
土
地
か
ら
邪
悪
な
も
の
を
払
い
、
浄
化
し

た
空

間
を
維
持
す
る
く
避
邪
V
儀
礼
で
あ
る
。
人
の
住
む
土
地
は
、
も
と
は
「
鬼
」

の

も
の
で
あ
る
。
∧
謝
土
V
に
お
い
て
「
陰
」
の
持
ち
主
か
ら
「
陽
」
へ
委
譲
さ
れ

て
、
土
地
は
人
が
住
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
土
地
の
超
自
然
的
存
在
の
陰
界
へ
の

関
与

は
、
人
が
住
む
世
界
が
他
界
と
つ
な
が
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
∧
謝
土
V
儀
礼
と
地
基
主
の
性
格
を
中
心
に
、
死
霊
と
地
の
世
界
と
の

関
連
を

述
べ
て
き
た
。
人
と
死
霊
は
「
地
」
に
関
わ
る
超
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
、
人
は
そ
の
住
む
地
に
よ
っ
て
冥
界
と
切
り
放
せ
な
い
現
世
を
知
る
の
で
あ

る
。
特
に
漢
民
族
に
お
い
て
は
、
死
霊
－
「
鬼
」
が
い
か
に
人
々
に
認
識
さ
れ
、

「
鬼
」
の
世
界
が
い
か
に
描
き
出
さ
れ
る
か
は
、
神
、
祖
先
の
認
識
を
も
含
め
て
世

界
観
に
関
す
る
知
識
体
系
を
知
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

た

民
間
の
知
識
体
系
ー
「
民
俗
知
識
」
は
、
そ
の
内
容
よ
り
も
「
知
識
」
に
対
す
る

人
々
の
解
釈
こ
そ
が
見
き
わ
め
る
べ
き
問
題
点
で
あ
る
。
こ
の
「
民
俗
知
識
」
に
関

し
て
、
人
々
は
社
会
に
お
け
る
一
つ
の
共
通
の
知
識
な
ど
は
信
じ
て
い
な
い
。
筆
者

が

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
る
間
、
宗
教
的
職
能
者
か
ら
も
一
般
の
人
々
か
ら
も
何

度

も
い
わ
れ
た
。
「
違
う
こ
と
を
言
う
人
も
い
る
。
」
「
こ
ん
な
ふ
う
に
も
言
う
ん
だ

よ
。
」
「
こ
ん
な
こ
と
は
聞
い
て
も
し
か
た
な
い
よ
。
ひ
と
り
ひ
と
り
言
う
こ
と
が
違

う
の
だ
か
ら
、
誰
が
正
し
い
な
ん
て
分
か
ら
な
い
。
」
特
に
「
鬼
」
に
か
か
わ
る
解

釈
は

「
鬼
」
の
可
変
的
で
、
地
の
神
を
媒
介
と
し
て
い
る
故
に
、
人
に
と
っ
て
は
非

常
に
把
握

し
に
く
い
存
在
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
よ
う

に

「
鬼
」
を
単
に
無
体
系
、
不
可
知
的
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
が
現
世
と

他
界

と
の
説
明
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
「
鬼
」
と

い

う
多
様
な
解
釈
の
可
能
な
存
在
を
人
々
が
い
か
に
世
界
観
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

い

く
か
、
あ
る
い
は
「
鬼
」
に
ょ
っ
て
い
か
に
他
界
を
多
彩
に
解
釈
し
て
い
く
か
。

漢
民
族
は

冥
界
を

こ
の
世
と
同
様
に
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
冥
界
と
地

を

結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
鬼
」
と
い
う
浮
遊
性
を
も
つ
超
自
然
的
存

在

に
一
定
の
秩
序
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
他
界
を
生
活
の
中
に
感
じ
、
ま

た
解
釈
を

与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
死
霊
－
「
鬼
」
と
地
と
の
関
連
に
関
し
て
は
、
〈
謝
土
V
儀

礼

と
そ
の
類
似
儀
礼
と
の
比
較
、
〈
地
契
礁
V
に
見
ら
れ
る
土
地
の
陰
陽
世
界
へ
の

所
属
の
観
念
、
世
界
観
・
死
霊
観
に
対
す
る
解
釈
の
多
様
性
な
ど
検
討
す
べ
き
点
は

数
多
い
。
今
回
の
考
察
は
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
人
が
他
界
を
認
識
す
る
た
め
の
死

霊

と
地
の
世
界
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
一
試
論
の
提
示
と
し
た
い
。

　
〔
謝
辞
〕

　
本

稿
の
資
料
収
集
に
際
し
て
は
、
謝
土
儀
礼
を
行
っ
た
法
師
施
錫
輝
氏
に
は
儀
礼

の

説
明
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
教
示
を
賜
っ
た
。
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

も
し
本
稿
中
に
不
適
切
な
箇
所
が
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

佳
熔
林
を

は

じ
め
と
す
る
多
く
の
場
所
で
、
大
勢
の
方
の
ご
助
力
を
得
た
。
お
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

ず
つ
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
あ
た
わ
な
い
が
、
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
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註（
1
）
　
〈
　
V
印
の
つ
い
た
も
の
は
フ
ォ
ー
ク
タ
ー
ム
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
も
の
に
は
ル

　
　
ビ
に
よ
っ
て
台
湾
語
の
発
音
を
示
す
。
韻
は
台
南
地
方
の
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
土
地
公
は
土
地
を
司
る
神
で
あ
る
が
、
そ
の
統
轄
範
囲
は
広
い
。
田
畑
や
道
路
に
か

　
　
か
わ
る
際
に
は
く
土
地
公
V
と
呼
ば
れ
る
が
、
山
に
関
す
れ
ば
く
山
神
V
と
な
り
、
墓

　
　
地
の

守
護
神
と
な
る
場
合
に
は
〈
后
土
〉
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
商
売
繁
昌
の
神
で
も

　
　
あ
る
。
土
地
公
の
尊
称
は
〈
福
徳
正
神
〉
で
あ
り
、
廟
に
お
い
て
祭
祀
さ
れ
る
場
合
に

　
　

は
、
こ
の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
。
台
湾
に
お
い
て
、
一
般
に
最
も
親
し
ま
れ
、
信
仰
を

　
　
集
め
て
い
る
神
で
あ
る
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
、
」
○
図
O
戸
Z
H
㊤
鳶
、
司
同
ご
O
寓
↓
≦
》
Z
O
H
q
⊃
べ
吟
、
＝
〉
間
図
国
↑
↑
H
鶏
古

　
　
≦
O
い
づ
戸
⑩
や
♪
≦
国
↑
↑
国
問
H
q
⊃
。
。
＼
渡
邊
　
一
九
八
八
、
三
尾
　
一
九
八
九
な
ど
。

（
4
）
　
本
稿
の
内
容
に
関
し
て
は
、
既
に
以
下
の
よ
う
な
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
ご
批
判
、

　
　
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究

　
　

「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
研
究
会
「
祖
先
と
鬼
ー
台
湾
漢
人
社
会
に
お
け
る
祖
霊

　
　
と
死
霊
の
世
界
1
」
（
一
九
八
八
・
五
・
二
八
）
、
第
四
二
回
日
本
人
類
学
会
・
日
本
民

　
　
族
学
会
連
合
大
会

「
台
湾
の
謝
土
儀
礼
と
地
基
主
ー
敷
地
の
浄
化
と
守
護
者
に
関
す
る

　
　
一
考
察
」
（
一
九
八
八
・
一
一
・
二
九
）
、
南
山
大
学
研
究
会
「
台
湾
漢
人
社
会
に
お
け

　
　
る
鬼
の
意
味
ー
冥
界
・
地
界
・
人
界
の
媒
介
者
」
（
一
九
八
九
・
一
〇
・
二
七
）
、
第
一

　
　
七
回

比
較
家
族
史
学
会
研
究
大
会

「
漢
民
族
に
お
け

る
屋
敷
地
と
死
霊
の
関
係
ー
台
湾

　
　
の
事
例
か
ら
」
（
一
九
九
〇
・
六
・
九
）
。

（
5
）
　
本
稿
の
資
料
の
多
く
は
、
佳
椿
林
の
調
査
（
一
九
八
二
年
＝
一
月
ー
一
九
八
四
年

　
　
九
月
、
一
九
八
五
年
五
ー
六
月
、
一
九
八
六
年
八
月
、
一
九
八
九
年
七
ー
八
月
）
に
基

　
　
づ

く
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
八
九
年
の
調
査
で
は
A
郷
や
台
南
市
の
宗
教
的
職
能
者
へ

　
　
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
儀
礼
調
査
も
行
っ
て
い
る
。
A
郷
お
よ
び
佳
熔
林
の
概
要
に

　
　

つ
い
て

は
、
植
野
　
一
九
八
七
a
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
8
兄
O
＞
2
H
O
ぶ
》
口
国
男
累
」
O
お
“
ブ
国
C
O
寓
↓
≦
〉
之
○
」
旨
古
≦
○
［
ウ
這
べ

　
　
≦
国
↑
↑
国
閃
目
O
。
。
＼
渡
邊
　
一
九
八
八
。

（
7
）
　
三
界
の
区
分
に
つ
い
て
、
「
上
界
」
「
中
界
」
「
下
界
」
と
い
う
区
分
を
述
べ
る
宗
教

　
　
的
職
能
者
も
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
解
釈
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
一
般
的
に
人
々
の

　
　
間
で
は
聞
か
れ
な
い
の
で
敢
え
て
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
8
）
　
道
教
の
最
高
神
。
神
々
を
神
と
し
て
承
認
し
、
そ
の
位
階
を
決
定
し
、
神
の
統
轄
地

　
　
を

指
令
す

る
存
在
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
冥
界
に
お
い
て
死
者
が
住
む
た
め
に
作
ら
れ
る
紙
の
家
屋
。
現
世
の
人
間
の
家
屋
を

　
　
模

し
て
、
専
門
の
職
人
に
ょ
っ
て
作
ら
れ
る
。
〈
紙
暦
V
に
は
家
具
一
式
、
召
使
い
が
　
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
つ
い
て
お
り
、
現
在
で
は
自
動
車
付
き
、
プ
ー
ル
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
付
き
の
も
の
、
あ

　
　

る
い
は
西
洋
邸
宅
風
の
も
の
も
あ
る
。

（
1
0
）
〈
銀
紙
V
と
は
、
死
者
が
冥
界
で
用
い
る
金
銭
で
あ
る
。
そ
の
種
類
に
は
、
〈
銀

　
　
紙
V
〈
中
銀
V
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
長
方
形
の
厚
い
黄
土
色
の
紙

　
　
に

銀
紙

を
貼
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
者
ー
祖
先
と
「
鬼
」
に
贈
ら
れ
る
の
み
な

　
　
ら
ず
、
「
鬼
」
的
性
格
を
持
つ
超
自
然
的
存
在
に
対
し
て
も
贈
ら
れ
る
。

（
1
1
）
　
〈
庁
〉
と
は
、
家
屋
内
に
あ
る
神
と
位
牌
の
祭
祀
場
で
あ
る
。
佳
熔
林
一
帯
に
お
い

　
　
て

は
、
伝
統
的
家
屋
は
コ
の
字
型
を
し
て
お
り
、
〈
庁
V
は
家
屋
の
中
央
部
に
設
け
ら

　
　
れ
て

い

る
。
現
代
風
な
二
階
建
て
以
上
の
家
屋
で
は
く
庁
V
は
最
上
階
に
作
ら
れ
て
い

　
　

る
。
〈
庁
∨
に
は
神
と
位
牌
が
祭
ら
れ
、
客
間
や
食
堂
と
し
て
も
利
用
で
き
る
が
、

　
　
寝
室

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
同
一
家
屋
内
に
複
数
の
世
帯
が
住
む
場
合

　
　

は
、
〈
庁
∨
は
共
有
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
台
湾
で
は
、
子
孫
が
い
な
い
男
性
死
者
は
、
死
後
養
子
に
よ
っ
て
子
孫
を
得
、
女
性

　
　
は
冥
婚
に

よ
っ
て
子
孫
を
得
る
。
冥
婚
は
、
現
在
で
は
生
き
て
い
る
男
性
が
死
亡
女
性

　
　
の

位
牌
を
「
姿
る
」
形
を
と
る
。
冥
婚
の
妻
は
夫
と
生
き
た
妻
と
の
間
の
子
供
を
自
分

　
　
の

子

と
す
る
の
で
あ
る
。
台
湾
の
冥
婚
に
つ
い
て
は
植
野
　
一
九
八
七
b
を
参
照
さ
れ

　
　

た
い
。

（
1
3
）
　
魂
の
行
方
に
つ
い
て
、
再
生
す
る
と
い
う
仏
教
起
源
の
考
え
方
と
陰
間
で
生
き
続
け

　
　
る
と
い
う
考
え
方
を
ジ
ョ
ー
ダ
ン
が
紹
介
し
て
い
る
。
〔
↓
○
図
一
）
』
r
∀
ぺ
　
戸
q
⊃
『
N
　
ω
一
1
ω
ω
〕

（
1
4
）
　
三
魂
七
塊
に
関
し
て
、
「
魂
」
は
死
後
七
日
間
屍
の
側
に
あ
り
、
七
塊
は
百
日
間
屍

　
　
の

側
に
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
七
塊
は
そ
の
内
容
が
男
女
で
異
な
る
と
い
う
。
〔
大
淵

　
　
一
九
八
三
　
二
一
七
ー
二
一
八
〕
。

（
1
5
）
　
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
神
は
、
観
音
、
嬬
祖
、
福
徳
正
神
、
仕
神
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
イ
コ
ン

（
1
6
）
　
台
湾
の
宗
教
的
職
能
者
と
し
て
は
、
祭
司
と
し
て
の
道
教
の
道
士
（
〈
司
公
∨
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ア
ス
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
キ
ヨ

　
　
呪
術
者
と
し
て
の
〈
法
師
〉
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
∧
童
乱
V
に
大
別
さ
れ
る
。

（
1
7
）
　
〈
金
紙
V
と
は
、
神
に
対
し
て
贈
ら
れ
る
紙
銭
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
多
様
で
あ
る

　
　
が

金
色
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
対
象
と
す
る
神
が
天
上
界
、
地
上
界
、
地
下
界
の
い
ず

　
　
れ
に
い

る
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
神
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
捧
げ
る
べ
き
く
金
紙
∨
の
種

　
　
類
は
異
な

る
。
た
と
え
ば
、
〈
大
寿
金
〉
は
い
ず
れ
の
神
に
も
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

　
　
〈
天
公
金
〉
は
く
玉
皇
上
帝

V
に
限

ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
決
ま
り
が
あ
る
。
金
紙
は
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銀
紙
と
は
異
な
り
、
赤
色
が
使
わ
れ
る
。

（
1
8
）
　
渡
邊
は
く
亡
魂
∨
を
「
例
え
ば
交
通
事
故
な
ど
で
不
慮
の
死
を
と
げ
た
、
い
わ
ば
災

　
　
難
死
の

よ
う
な
横
死
を
経
た
人
の
霊
で
あ
る
。
…
こ
の
霊
の
特
徴
は
異
常
人
格
に
あ
る

　
　
よ
り
異
常
死
に
帰
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
〔
渡
邊
　
一
九
八
八
　
五
七
〕
。
佳
熔
林

　
　
の
人
々
に
は
こ
う
し
た
明
確
な
認
識
は
な
い
が
、
子
孫
が
あ
っ
て
も
〈
亡
魂
〉
と
な
り

　
　
得
る
と
さ
れ
て
お
り
、
〈
亡
魂
V
の
冥
界
へ
の
異
常
な
参
入
と
い
う
点
で
は
共
通
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
〈
外
方
V
に
つ
い
て
渡
邊
は
、
「
陰
界
か
ら
や
っ
て
き
た
鬼
で
は
あ
る
が
、
人
間
に

　
　
は
な
か
な
か
存
在
す
る
時
間
も
空
間
も
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
危
害
の
事
前

　
　
予
知
も
そ
の
治
療
も
、
も
は
や
一
般
人
で
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
占
易
の
専
門
家
に
判

　
　
断
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
」
〔
渡
邊
　
一
九
八
八
　
五
七
ー
五
八
〕
と
し
、
餓
鬼
が
危

　
　
険
で
あ
り
な
が
ら
も
人
々
が
対
応
で
き
る
の
に
対
し
て
、
〈
外
方
〉
の
浮
遊
性
と
危
険

　
　
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（
2
0
）
　
こ
う
し
た
霊
の
処
理
と
し
て
、
位
牌
や
骨
を
仏
教
寺
院
に
納
め
る
、
冥
婚
に
ょ
っ
て

　
　
「鬼
」
か
ら
「
祖
先
」
に
転
化
す
る
、
あ
る
い
は
「
成
神
」
に
よ
っ
て
「
鬼
」
か
ら
人
々

　
　
に
加
護
を
与
え
る
「
神
」
へ
と
転
化
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
〔
植
野
　
一
九
八
七
b
〕

（
2
1
）
　
三
官
大
帝
と
は
、
天
官
大
帝
、
地
官
大
帝
、
水
官
大
帝
の
三
神
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
一
月
一
五
日
、
七
月
一
五
日
、
　
一
〇
月
一
五
日
を
聖
誕
日
と
し
て
い
る
。
各
神
が
管
轄

　
　
す

る
天
界
、
地
界
、
水
界
は
宇
宙
を
構
成
す
る
三
界
で
あ
り
、
水
界
は
地
界
の
下
に
あ

　
　
る
と
さ
れ
る
。

（
2
2
）
　
〈
普
渡
V
に
つ
い
て
は
、
A
郷
の
街
の
廟
の
普
渡
を
観
察
調
査
し
、
こ
の
儀
礼
を
行

　
　
っ
た
天
師
派
（
正
一
派
）
の
道
士
か
ら
説
明
を
得
た
。
〈
大
士
爺
〉
と
は
こ
の
派
が
用

　
　
い
る
名
称
で
あ
り
、
一
般
に
は
く
普
渡
公
V
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
の
詳
細
に

　
　
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

（
2
3
）
　
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
、
A
郷
の
調
査
で
観
察
し
た
く
謝
土
V
を
厄
払
い
の
儀
礼
と
し
て
報

　
　
告
し
て
い
る
。
〔
ぺ
○
問
O
い
2
声
㊤
品
嵩
G
。
l
H
ω
ω
〕
こ
の
場
合
は
新
築
と
は
関
係
な
く
、

　
　
悪
運
を

払
う
「
改
運
」
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
道
士
が
行
う
謝
土
は
、
廟
の
落
成
に
際
し
て
礁
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
「
安
龍
謝
土
」

　
　
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
。
［
劉
　
一
九
八
三
　
六
〇
九
ー
六
一
〇
〕

（
2
5
）
　
台
湾
に
お
い
て
は
、
公
的
な
祭
祀
を
行
う
廟
の
神
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
男
性
で
あ
る
。

　
　
女
性
の

シ

ャ

ー
マ
ン
は
、
未
婚
女
性
の
霊
が
神
と
な
り
個
人
的
に
祭
ら
れ
て
い
る
〈
小

　
　
神
〉
な
ど
、
私
的
な
神
に
み
ら
れ
る
。

（
2
6
）
　
村
で
組
織
し
て
い
る
演
武
団
。
三
六
人
の
青
年
が
槍
、
刀
、
棒
等
の
武
器
を
も
ち
、

　
　

集
団
的
な
演
武
を
行
う
。
廟
の
大
き
な
祭
祀
に
は
参
加
す
る
。

（
2
7
）
　
廟
門
を
開
け
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
開
け
方
を
誤
る
と
、
開
け

　
　

た
者
が
病
気
に

な
っ
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
と
い
う
。
廟
門
を
開
く
の
は
、
〈
道
士
V
、

　
　

〈
童
乱
V
や
く
開
廟
門
V
の
心
得
の
あ
る
〈
歌
仔
戯
〉
（
台
湾
語
の
歌
劇
）
の
団
員
で

　
　

あ
り
、
そ
の
開
け
方
も
足
で
蹴
っ
た
り
、
手
に
よ
っ
て
も
特
別
の
所
作
に
よ
っ
て
初
め

　
　

て

可
能
と
な
る
。
姑
嬬
宮
の
場
合
は
、
〈
童
乱
∨
が
神
の
代
理
と
し
て
廟
門
を
開
け
た

　
　
の
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
神
熱
と
は
、
邪
悪
な
超
自
然
的
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。
熱
神
と
も
い
う
が
、
こ
こ

　
　

で
は
〈
法
師
〉
の
用
法
に
従
い
神
熱
と
記
す
。

（
2
9
）
　
神
水
と
は
、
呪
文
が
書
か
れ
た
符
を
焼
い
た
灰
を
入
れ
た
水
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
筈
と
は
、
超
自
然
的
存
在
の
意
向
を
聞
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
一
対
の
木
片
で
あ

　
　

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
面
は
平
坦
で
あ
る
が
一
面
は
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
投
げ

　
　

て

落
ち

た
際

に
、
も
り
上
が
っ
た
方
が
下
に
な
れ
ば
「
陽
」
、
上
に
な
っ
て
伏
せ
た
形

　
　

に

な
れ
ば
「
陰
」
で
あ
る
。
二
つ
が
「
陽
」
で
あ
れ
ば
、
神
な
ど
が
笑
っ
て
い
る
「
笑

　
　

筈
」
、
「
陰
」
で
あ
れ
ば
怒
り
の
表
れ
で
あ
る
「
陰
筈
」
で
あ
る
。
「
陰
陽
」
に
な
れ
ば

　
　
　
「
聖
筈
」
と
い
い
、
完
全
な
満
足
を
表
す
。

（
3
1
）
　
〈
謝
土
V
儀
礼
は
本
来
大
変
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
ま
か
り
間
違
え
ば
あ
お
り
を
く

　
　

ら
っ
て
命
を
お
と
す
こ
と
も
あ
る
。
一
般
の
者
は
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
〔
劉

　
　
　
一
九
八
三
　
六
〇
九
〕
。

（
3
2
）
　
「
相
生
」
の
関
係
と
は
五
行
の
要
素
が
生
み
出
さ
れ
る
関
係
に
由
来
し
て
い
る
。
つ

　
　

ま
り
「
木
」
が
あ
っ
て
「
火
」
が
生
ま
れ
、
「
火
」
が
燃
え
て
「
土
」
が
出
来
る
。
「
土
」

　
　

の

中
か
ら
「
金
」
が
生
ま
れ
、
「
金
」
が
溶
け
て
「
水
」
が
生
ま
れ
る
。
「
水
」
に
よ
っ

　
　

て

「木
」
は
育
つ
。

（
3
3
）
　
〈
虎
爺
∨
は
虎
の
格
好
を
し
て
お
り
、
〈
土
地
公
V
の
部
下
、
あ
る
い
は
乗
り
物
と

　
　

言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
土
地
公
廟
以
外
で
も
祭
ら
れ
て
い
る
。
〈
虎
爺
V
は
金
儲
け
の

　
　

利
益
が

あ
る
と
い
い
、
博
徒
、
演
劇
興
業
者
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、
廟
内
の

　
　

鎮
護
を
よ
く
す
る
。
病
気
治
療
に
も
効
果
が
あ
る
。
〔
鈴
木
　
一
九
三
四
　
三
一
四
〕
。

（
3
4
）
　
五
営
は
村
の
四
方
向
と
中
央
に
設
け
ら
れ
た
神
の
兵
の
駐
屯
所
で
あ
り
、
小
さ
な
祠

　
　

が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
兵
は
廟
の
神
が
派
遣
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
天
営
は
廟
の
前
に

　
　

あ
り
、
五
営
と
同
様
に
村
を
守
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
兵
は
玉
皇
上
帝
が
派
遣
す
る

　
　

と
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

（
3
5
）
　
鈴
木
清
一
郎
は
、
〈
有
応
公
V
を
無
縁
の
枯
骨
を
神
と
し
て
祭
っ
た
も
の
で
あ
る
と
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し
、
博
徒
の
信
仰
を
集
め
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
〔
鈴
木
　
一
九
三
四
　
二
六
七
ー
二

　
　
六
八
〕
。

（
3
6
）
　
有
応
公
の
境
界
的
・
多
義
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
三
尾
裕
子
が
述
べ
て
い
る
〔
三
尾

　
　
一
九
九
〇
〕
。

（
3
7
）
　
城
隠
爺
の
起
源
と
廟
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
窪
　
一
九
八
三
　
二
七
四
ー
二
七
六
お

　
　
よ
び
中
村
　
一
九
八
四
　
三
一
ー
五
六
参
照
。

（
3
8
）
　
佳
熔
林
で
は
以
前
か
ら
〈
収
兵
〉
〈
放
兵
V
と
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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台湾漢民族の死霊と土地

⑤墳墓一清明節清明節の墓参は死後3年間，また家
　族に嫁取りや子供の出生のあった年には行われる。墓

　を掃除し，祭祀後供物を食べる。

⑥位牌祭祀一拝祖端午節の祖先祭祀。先に「拝佛」

　として神を祭祀してのち，供物を加えて位牌祭祀をす

　る。端午節には綜が必ずつくられる。

⑦好兄弟祭祀一拝門口端午節前日の「鬼」の祭祀。

　写真⑥と同じ家である。供物を多くして「鬼」を満足

　させ，翌日の供物を取られないようにする。

⑧経衣「鬼」が冥界で使う衣服や身の回りのものが

　印刷されている。上は女性用，下は男性用。祖先には

　用いない。

　407

①紙暦納棺が終わってから，冥界の家である紙暦を

　焼く。紙暦とともに，冥界の金銭である銀紙と生前の

　衣服が焼かれる。

蕪び

②銀紙冥界の金銭。祖先と「鬼」に捧げるもの。こ

　の銀紙は「銀」といわれるが，もっと小型の「中銀」

　は専ら「鬼」に捧げる。

③庁・ほ架Tlrい形態の庁。香炉や位碑が置かれてい

　るのが，膳架である。正面には神像が飾られ，右側に

　祖先の位碑が置かh、ている。

④庁・佛厨近年建設される二階建て以上の家屋で
　は，最上階に庁が設けられる。こうした庁には佛厨が

　置かれる。
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⑬　過火　童占Lが火渡りをする。

⑭開廟童乱が廟門の前で前まわりをし，足て蹴って

　廟門を開け立ち上がったところ。童占Lを先頭に法師，

　幡仔などが廟に入る。

も

⑨金紙一天公金玉皇上
　帝専用の金紙。金紙のな

　かでは最も大きく豪華。

⑩鬼月の祭祀一開鬼門7月1日に冥界から来る「鬼」

　を迎えるための拝門口である。洗面器は「鬼」が旅の

　汚れをおとすためのものである。

⑪大士爺観世音の化身
　とされ，頭に観世音を戴

　せている。供物を食べる

　「鬼」を監視するために置

　かれる。廟門は鬼月には

　閉じられる。

⑮落成の宴会廟の落成祝いと披露を兼ねた宴会。募

　金をした人が招かれる。

⑯謝土儀礼・Aの祭壇五方神熊と牲酷，他の供物が
　置かれる。

⑫中元節・普渡の供物
　を用意する。

各家ができる限り豪華な供物
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台湾漢民族の死霊と土地

⑳　謝土儀礼・翻神土　箒で土の中にいる邪悪なものを

　掃き出す。

⑰謝上儀礼・Bの祭壇に置かれる六獣。

㊧　謝土儀礼・E　収内然のための儀礼用品。Dの祭壇

　に置かれていた竹符が正面に置かれる。

⑳　謝一L儀礼・収内熱　獲の口に紙を貼り，線香で手前

　に5つの穴をあける。米を中央に置き，上で火のつい

　た紙を振ると米が動いて穴に落ちる。

⑳　謝上儀礼・地契傳　2枚で一組になっている。赤い

　布で包まれる。

⑱謝上儀礼・后土牒中央の女神は九天玄女。金銀の

　円は一斗の金銀を意味する。祭壇はEて行われる儀礼

　の祭壇を意味している。

⑲謝上儀礼・Cの祭壇廟公・廟婆・廟龍が置かれて
　いる。桃柳枝もこ二に置かれた後に掛けられる。

⑳謝上儀礼・拝好兄弟
　て祈膨を行う。

法加は朝の右側でタトにむかっ
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∂　城陛爺　官服を着て，

　家来を従えている。

⑮　謝ヒ儀礼・地契博を納める

　祭祀場所力輿に地契博を置く。

祭壇の下にある虎爺力

⑳　土地公廟　福徳IE神一ピ地公i撒

　一般には白い髭の老人でちる。

⑳　謝上儀礼・卯刀鏡尺符　中央の門の上に貼られた。

　廟の符は鋏がドを向いている。

．
・
×
、

、
A

⑪五営南営の営旗を替
　えているところ。

⑳煮油家の庁を清める。炎の上で香炉などを渡す。

⑱　陸元帥　鬼が神化した

　ものであるが，．普通の神

　とは異なり神像はない。

　祭壇の前に置かれたのは

　砂であり，賭博の予知に

　使われる。

⑫　筈　超自然的存在の意思を聞く道具。このまま落ち

　れば「笑筈」になる。

410



Ghosts　and　the　Gods　of　the　Earth　in　Taiwan　Chinese　Society

UENo　Hiroko

　　This　paper　is　a　hypothesis　on　the　relationship　between　the　ghosts　and　the　supernatぽ

rals　of　the　earth　in　Taiwan　Chinese　soceity．

　　In　Chinese　society　the　spirits　of　ancestors　and　ghosts　are　clearly　distinguished．　Ghost・

“Gui”（‘‘kui”）are　considered　to　be　spirits　of　those　who　died　without　descendants，　or，

those　who　died　Ieaving　a　bitter　grudge　in　this　world．　They　are　seen　as　being　in　an

unhappy　state　in　the　otherworld．　So　such　ghosts　haunt　this　world　spread　disaster．

However，　the　ghost　has　a　changeable　character，　he　can　change　into　either　an　ancestor

or　a　god．　In　preceding　studies　a　ghost　is　regarded　as　an　outsider　of　the　spiritual　world，

those　who　has　no　systematic　structure．　But　in　this　paper　it　is　clear　that　the　ghost　is

never　wander　in　a　chaotic　world．

　　Gods　who　control　ghosts　apper　in　communications　between　men　and　ghosts．　These

gods　are　not　only　concerned　with　the　otherworld　and　this　world　（ッゴη．ッαηg　worlds）

but　also　with　the　earth　world．　Some　ghosts　have　risen　to　become　such　gods，　but　the

gods　still　have　ghost，s　characters．

　　In　the　completion　ritual　called“Xiedu”（“Siatho”），　or　thanks　to　the　earth，　the　man

who　builds　the　construction　has　to　clear　off　the　evil　from　the　site，　and　purchases　the

site　from　the　site・owner　spirit“Dilizhu’，（“Tekico”），　or　foulldation　spirit．　The　Dilizhu

is　considered　to　be　the　former　site・owner，　whose　spirit　remained　on　the　site　after　his

death．　In　other　words，　Dijizhu　is　originally　a　ghost，　and　the　ghost　becomes　the　owner

of　the　site　inッゴηworld．　Dijizhu　is　an　ambivalant　category　of　spirit，　he　has　two　kinds

characters　of　god　and　ghost．

　　Asite　becomes丘t　for　human　habitation　ollly　after　it　shifted　from　y仇world　toッαηg

world．　The　earth　has　the　function　which　linksッ仇andッαηg　worlds．　Men　and　ghosts　are

intermediated　by　the　supernaturals　of　the　earth．　Through　the　earth　on　which　they　live

men　can　understand　that　this　world　cannot　cut　away　from　the　other　world．　In　Chinese

societyッ仇world　is　recognized　having　same　systems　of　this　world．　By　connectingッ仇

world　and　the　earth，　and　by　giving　a　certain　structural　order　to　the　ghosts　who　have　a

drifting　character，　man　can　feel　and　interpretate　the　supernatural　world　in　his　everyday

Iife．
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